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【議事日程】 

日程第１「会議録署名議員の指名」 

日程第２「会期の決定について」 

日程第３「諸般の報告」 

日程第４「一般質問」 

 

【本日の会議に付した事件〔日程と同じ〕】 

 

    午前９時５７分   開 会 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 みなさん、おはようございます。 

 少し時間早いんですが、みなさんおそろいですから、ただいまから平成2

1年第４回大和町議会定例会を開会します。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

日程第１「会議録署名議員の指名」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第 120条の規定によって、16番桜井辰太郎

君及び17番大崎勝治君を指名します。 

 

日程第２「会期の決定について」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 日程第２、会期の決定についてを議題にします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から６月12日までの４日間にしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 
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    「異議なし」と呼ぶ者あり 

  異議なしと認めます。よって、会期は、本日から６月12日までの４日間

に決定しました。 

 

 

日程第３「諸般の報告」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 日程第３、諸般の報告を行います。 

 議長として報告事項は印刷してお手元に配付しているとおりです。ご了承く

ださい。 

 町長より招集のあいさつがあります。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 みなさん、おはようございます。 

 第４回大和町議会定例会開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上

げます。 

 本日、ここに平成21年第４回大和町議会定例会が開会されるに当たり、

提案いたします一般会計補正予算などの議案につきまして、その概要をご

説明申し上げ、議員皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 初めに、国内の経済状況についてでありますが、昨年からの金融危機・

不況は製造業生産や輸出の減少幅回復傾向から、底を打ったとの報道があ

る反面、雇い止めや賃金減額の影響を受けた個人消費の停滞があり、地域

経済への波及期間を考えますと東北における立ち直りには、まだ時間を要

するとの見解があるなど、いまだ見通しがつきがたく、今後も注視する必

要があるものと思っております。 

 このような全体の景況感でございますが、大和町を取り巻く状況に目を

向けますと低炭素社会構築の手段として打ち出された環境対応対策から、

ハイブリッド車購入受注が好調に推移する見通しとなり、トヨタ自動車東

北では部品製造の増産体制への移行発表がありました。また、パナソニッ

クＥＶエナジー社が昨年から進めております工場建設につきましては、本
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年７月に完成の見通しで、その後設備搬入を行い、秋には静岡県内で研修

している宮城県内採用の約 190人と本社従業員が工場に入り、年内または

来年早々に操業できるよう準備を進めると、仙台での講演で林社長が話さ

れておりました。 

  このように、日本全体、東北、宮城県の経済状況は、なかなか見通しを

断定できる状況ではございませんが、新たに講じられる経済対策により経

済回復が促進されるととにも、効果ある事業への取り組みを進め、町発展

と町民サービスの向上に寄与していきたいと考えているところでございま

す。 

  次に、平成20年度の決算見込み状況につきまして、ご説明をいたしま

す。 

  まず、一般会計でございますが、歳入で87億 6,300万円余り、歳出で82

億 3,700万円余りとなる見込みでありまして、収支額は５億 2,600万円と

なりますが、これから繰越し経費に充てます一般財源が１億 7,500万円あ

りますので、実際上の形式収支は３億 5,100万円余りと想定いたしており

ます。歳入では、町税が景気動向を反映して前年度に比較し減収となるの

ではと懸念していたところでございますが、概ね前年度と同等の36億 9,00

0万円の見込みとなっております。 

  税別では、町民税、軽自動車税、都市計画税が若干伸びて、固定資産

税、町たばこ税が若干の減となっておりますが、20年度につきましては、

法人関係につきまして予定納税制度と昨年後半の企業業績悪化状況から、

決算によります還付金見込み１億 4,000万円を明許繰越措置としておりま

すので、それを含めた判断では約 3,5％の減になるものでございます。 

  また、基金関係につきましては、財政調整基金には当初の取り崩し措置

から取り崩しゼロとし、さらに19年度決算剰余金から２億円を、基金利子

を含んだ 2,300万円を予算積み立てし、年度末残高は５億 7,000万円余り

となっております。庁舎建設基金につきましては、建設事業が本格スター

トしましたことにより２億 5,000万円余りの取り崩し充当となり、年度末

残高は８億 3,000万円余りとなっております。 

 次に、国民健康保険事業勘定特別会計につきましては、 3,500万円余り

の黒字決算となる見込みであり、また他の特別会計につきましてもそれぞ
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れ黒字決算となるものと見込んでおります。 

  それでは、本日提出しております議案につきまして、その概要をご説明

申し上げます。 

  議案第51号は、第４次総合計画に基づくまちづくりを推進するため、公

共施設整備全般に使用できることを目的に「大和町まちづくり基金」を設

置する条例を制定するものであります。 

 議案第52号から第55号までは、児童医療費、母子・父子家庭医療費、乳

幼児医療費及び心身障害者医療費の助成に関して、新たに高額介護合算療

養費による負担調整が行われることになったことから、この経費を一部負

担金からの控除項目に加える改正並びに文言の整理等を行うものでござい

ます。 

  議案第56号は、第４次総合計画の策定が終了したことにより、審議会条

例を廃止するとともに、審議会委員の報酬等について関係条例から削除す

るものであります。 

 議案第57号の町有財産処分につきましては、鶴巣幕柳地区の町有林につ

いて、部分林を構成しております幕柳地区との協議を含め協議が整いまし

たので山砂採取用地として処分しようとするものであります。 

 議案第58号の一般会計補正予算につきましては、２億 2,993万 9,000円

を追加し、総額を88億 8,593万 9,000円とするものであります。 

  補正の大要でありますが、国の21年度補正に関する地域活性化・経済危

機対策臨時交付金、緊急雇用創出事業の追加に町有林売却関連が大部分を

占める内容となっております。 

  歳出の主なものを申し上げますと、総務費は公会計、公の会計、公会計

の企業会計化を進める前段として、公有財産の基礎台帳データ整備の委託

経費、まちづくり基金への積み立て措置と新庁舎への移転に伴う保存移転

文書の整理経費を計上しております。 

  民生費は、待機児童が発生しておりますもみじケ丘保育所の増築経費、

大和町保育所ではゼロ歳児待機児童の解消対策として保育士の派遣経費、

各児童館の児童学習支援員８名の配置経費並びに団塊世代の退職等の事情

変化からシルバー人材センターの設立準備調査経費を計上しております。 

 衛生費は、新型インフルエンザ対策経費を、商工費は商店街にぎわいづ
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くり事業に対する県補助金分と観光地設備整備として四十八滝運動公園に

ありますトイレの水洗改修費を計上しております。 

 土木費は、緊急雇用による既設公園遊具等の塗装経費と杜の丘等５公園

の遊具整備費を計上しております。 

 教育費は、まほろばホールと教育ふれあいセンターの消防設備経費と児

童生徒の学力パワーアップ支援事業等について計上しております。 

 以上が、歳出の主なものでありますが、財源といたしましては国補正計

上の地域活性化・経済危機対策臨時交付金を 9,355万 8,000円、緊急雇用

創出事業交付金を含む県支出金 3,278万 9,000円、財産売払収入 7,862万 

2,000円、繰越金 1,572万 8,000円、諸収入 923万円等をもって措置するも

のでございます。 

  なお、本年１月から施行いたしましたふるさと寄附金について１件の寄

附があり、予算計上を行っております。また、現在、企業関係者の方より

４件の申し出があり、事務処理中でございます。 

 議案第59号から第64号までは、本吉町が本年９月１日に気仙沼市に編入

合併することに伴い、関係一部事務組合から本吉町が脱退することにな

り、おのおのの組合規約の変更を行うもの。諮問第３号は、任期満了を迎

える人権擁護委員の推薦について意見を求めるもの。選挙第１号は、本年

８月に任期満了を迎える町の選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙をお

願いするものでございます。 

 以上が、今回提出しております議案の概要でございますが、何とぞ慎重

にご審議をいただき、ご可決賜りますようお願い申し上げ、あいさつとさ

せていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

日程第４「一般質問」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 日程第４、一般質問を行います。 

 順番に発言を許します。８番堀籠日出子さん。 
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８  番 （堀籠日出子君） 

 皆さん、おはようございます。６月は梅雨の季節です。きょうは天気よ

ろしいんですが、そろそろ梅雨に入る時期になると思います。雨に一番似

合う花、アジサイ、私の大好きな花です。花言葉は「移り気な心」なそう

です。 

 それでは、通告に従いまして、別に花言葉に何もないんですけれども、

余り緊張した中での質問ですと、ちょっとパニックになりますので、ちょ

っと柔らかい感じで花言葉をお知らせいたしました。 

 それでは、通告に従いまして質問を行います。 

 初めに、乳幼児医療費助成の拡大についてであります。少子高齢化社会

といわれてからは大分なりますが、国は少子化を食いとめるためにエンゼ

ルプラン、新エンゼルプランなどの政策をとってきました。しかし、なか

なか少子化に歯どめがかからないのが現状であります。 

 子育て支援の一つに乳幼児医療費助成制度がありますが、この制度も自

治体によっては大きな差があるようです。対象年齢を見ますと３歳未満と

したところから中学校卒業までと幅広く、また親の所得制限があったり一

部自己負担があったりとさまざまです。 

 本町の子育て支援事業は、乳幼児医療費の通院がゼロ歳から３歳までを

６歳まで助成対象年齢が引き上げられ、さらには入院についても15歳まで

拡大されました。そのほかにも支援事業として医療費窓口払いの廃止、今

年、21年の４月からは妊婦健診が14回まで公費負担になりましたが、本町

は20年の４月から他町村では余り進んでいなかった妊婦健診の公費負担を

２回から５回になるなど、乳幼児に係る医療費の本町の取り組みは他の自

治体より一歩進んだ子育て支援事業であると感じております。 

 しかし、近年は医療費の無料化を小学校卒業まで、中学校卒業までと他

自治体の医療費無料化の対象年齢の拡大が進んでおります。また、近年の

不況で給料の減額、非正規雇用の解雇、さらには失職などで子育て世帯の

収入が不安定になり子育て世帯では一層経済的負担が重くなってきており

ます。６月４日の新聞にも「出生率 1.37 、３年連続で上昇」とありまし

たが、出生率は景気に左右される面もあり、今後以降は不景気の影響を受

けるのではないかとの懸念の記事でありました。人口維持に必要とされる
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水準は2.07です。まだまだ低い状態です。東北の出生率を見ますと福島が

1.52、山形が1.44、岩手1.39、秋田1.32、青森1.30、宮城が1.29で最下位

となっております。 

  子どもの病気は突発的に発生することが多く、子育て中の子どもにかか

る医療費は家計の大きな負担となります。医療費の心配することなく病院

にかかれる環境の整備、さらには今後の企業進出に伴い定住促進を図る上

でも子育て支援の充実は重要施策であると思います。現行のゼロから６歳

までの乳幼児医療費助成対象年齢を12歳の小学校卒業までとし、さらなる

子育て支援の充実を図ってはいかがでしょうか。町長の考えを、お伺いい

たします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 それでは、堀籠議員さんのご質問にお答えいたします。 

  乳幼児等子ども医療費の無料化支援につきましては、議員のご指摘のと

おりですね、県内ほとんどの市町村が何らかの形で県の支援制度に上乗せ

をして拡大して対応しておりまして、本町におきましても先ほど議員もお

話しいただきましたけれども平成15年の10月から６歳までの拡大及び平成1

8年10月より15歳までの入院費用の拡大を行ってきてるところでございま

す。特に、この中学生までの入院費用拡大支援につきましては、県内５町

村、まあ本町含んでですが、制度化をしておりまして、その中におきまし

ても県支援制度とのめり張りとして所得制限を設定せずに、すべての児童

生徒を対象としている町村も本町を含む４町村だけというふうに聞いてお

ります。 

 ご質問の小学生の通院費支援拡大につきましては、医療費の実態及び景

気回復等税財政見通しをよく見きわめ判断したいと考えるものでございま

す。つきましては、当面の対応といたしまして、国民健康保険及び社会保

険等加入制度別の医療実態について定住者の動向も見据えながらですね、

学校及び医療関係機関等を通じ、調査をいたしたいというふうに思ってい

るところでございます。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 堀籠日出子さん。 

 

８  番 （堀籠日出子君） 

 実はですね、先日の５月31日の河北新報に県がまとめた３月末での高齢

者人口調査発表がありました。65歳以上の高齢化率が前年対比 0.6ポイン

ト増で21.8％で過去最高を更新しました。その中で大和町だけが高齢化率2

0.3％で前年を下回り、ほかの35市町村は高齢化が進んだとありました。こ

こ数年、もみじケ丘保育所、大和町保育所の待機児童も年々多くなってき

ております。本町の高齢化率が昨年を下回った、その背景には若い世代の

定住者がふえたからではないでしょうか。高齢化率をもっと下げ、町全体

を活気づけるためには、もっともっと若い世代を呼び込む施策が必要だと

思っております。さらには、企業進出に伴って定住しようとする世帯も一

番知りたいのは学校の学力レベル、それと子育て支援の充実だと思ってお

ります。 

 そこで、これは通告してないことなのでおわかりでなかったらいいんで

すが、参考までに６歳以上の医療費は、今３割負担なんです。３割自己負

担なんですけれども、これ小学校では、どの程度３割負担の医療費がかか

っているのか、病院に行ったときの３割負担ですね。また、中学校の３割

自己負担の医療費が幾らなのか、おわかりでしたら、その点も含めてお伺

いしたいと思います。お願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 議員お話のとおり、この間の河北新報におきまして高齢者、高齢率といいま

すか、につきまして県の全体の数値が発表になっておったのを、私も見ており

ます。その中で大和町、今お話のとおり高齢化率が上がらなかったというかマ

イナスになったといいますか     いう状況でございまして、このことは高齢者

の方ふえて、今人口若干ずつふえておりますので、こういった方々が若い方が
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お住まいをいただいておる結果として、その高齢化率が下がったといいますか

ね、減少したんだというふうに考えておるところでございます。 

 そういった意味で若い人たちが来るということ、このことはいろいろな

意味で大和町を選んでもらってるんだというふうに思いますが、今後ます

ますさっきおっしゃったとおり子育てや、また学校とかそういったものに

ついての整備といいますかね、いろんな形で町としてもしっかりやってい

かなければならないというふうに思っております。 

 そういった中で何を求めるか、何を求められるか、そういうこともいろ

いろあると思うんですね。おっしゃるとおり医療、非常に大切なことだと

思いますし、学校教育レベルアップ、それもそうだと思ってるところでご

ざいますが、その中の、その中ですべてをなかなかできないところもある

ものですから、ですからそういった中での選択性といいますかね、そうい

ったものが必要になるというふうに思ってます。 

 医療につきましては、先ほど申しましたとおり国民健康保険の実態は町

の方でつかめるわけでございますが、その他の社会保険とかほかのものに

ついては、なかなかつかめない状態に現在あるところでございまして、そ

の部分について、今、今後調査をしながらですね、どういったことになっ

てるのか、そういったことを検討していきたいというふうに考えておりま

す。 

 なお、あとの３割負担ということでございますが、小学校で約 8,000

万、中学校で 3,500万ということですね、という負担ということでござい

ます。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 堀籠日出子さん。 

 

８  番 （堀籠日出子君） 

 この３割負担の医療費なんですが、小学生が 8,000万、ですか。（「ち

ょっと数字については課長から」の声あり）課長、お願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町民課長瀬戸啓一君。 
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町民課長 （瀬戸啓一君） 

 ただいま町長がお答えしましたように、医療費の総額でございますけれ

ども、概算で小学生で約 8,000万、中学生で 3,500万が医療費の総額でご

ざいます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 堀籠日出子さん。 

 

８  番 （堀籠日出子君） 

 これ総額といいますと全部ですね。３割負担から、あと国の負担から町

の負担から全部……（「はい」の声あり）全部で 8,000万。と、そうする

とこの中から３割負担というのが大体幾らぐらい……。ここは７割と３割

に分ければいいということですか。 

 

町民課長 （瀬戸啓一君） 

 はい、そのとおりでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 堀籠日出子さん。 

 

８  番 （堀籠日出子君） 

 8，000万を３割、 8，000万を３割と７割に分けるということは、３×８

＝24で 2,400万、 2,400万が６歳以上の３割負担、小学校で３割負担が 2,

400万ということですね。そして、中学校だと 3,500万の３割だから 1,000

……。そうすると、私、今小学校のこと言っているんですけれども、小学

校までだと 2,400万を、これを負担するつもりだと３割、６年生までを医

療費助成に拡大するとなると 2,400万円を手出しするだけで済むというこ

とになるんでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町民課長瀬戸啓一君。 
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町民課長 （瀬戸啓一君） 

 はい、そのとおりでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 堀籠日出子さん。 

 

８  番 （堀籠日出子君） 

 いや、私、もっともっと医療費がかかるから、なかなかこの12歳までと

か中学校までというのに取り組めないのかなと思ったら、意外と、意外と

安いと言えばちょっとおかしいと思うんですけれども、 2,400万で12歳ま

で助成が拡大できるっつんだったら、私、これ何かそんなに難しいことじ

ゃないんでないかと思うんですけれども、まあ財政的なことが一番なんで

しょうけれども、やっぱり支援策を出してね、定住者とか若い人たちがこ

こに住んでくれるということは固定資産や町民税、所得税が入るわけです

から、結局町税がふえることになるんです。なもんですからね、私、これ

をそんなに難しくなく何かやれるような気がします。 

 秋田県では、ことしの６月に少子化対策本部が設置されました。して、

そのねらいはというと子育てや若者の定着を図り人口の減少を食いとめる

のがねらいということで、その中での検討事項の一番が子育て、教育の経

済的な負担の軽減。二つ目が仕事と家庭の両立支援を掲げております。だ

から、やはりどうしても若者を定住させるというためには、こういう子育

て支援、それが一番私はポイントになるんじゃないかなと思っておりま

す。これから少しずつ上向きになって企業が来た場合、やはり若い世帯が

ポイントになるものを打ち出してるところに定住するんじゃないかなと思

いますので、ぜひこれ検討いただけたらと思います。 

 私、子育て支援というのは、本当に先行投資だと思っておりますので、

ぜひこれらのことも含めた中でご検討いただければと思います。一言お伺

いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

 先ほど申しました子育て支援につきましては、今までもですね、大事な

ことだという部分の中でしっかり取り組んできておるところでございま

す。今後もそういったことについては、大切な事業だと思っておりますか

ら、このことも含め、全体的な部分の中でやっていきたいと思います。 

 

８  番 （堀籠日出子君） 

 よろしくお願いします。 

 それでは、次に入ります。２学期制の導入について質問を行います。 

 平成14年度から新指導要領が全面実施と完全学校五日制の導入で教科学

習の内容と時間が大幅に減り、総合的な学習の時間が新設されました。生

きる力の育成を図り、ゆとりある教育活動を展開する学習指導の要領の基

本的な考えでありますが、そして個性を生かす教育を図ること、とありま

す。しかし、このゆとり教育も教育現場では授業日数、時間数が大幅に減

少したことで、子どもたちがゆとりを持って学習に取り組み、適切な評価

を受けることが大変難しくなってきたと言われております。他の自治体で

は、児童生徒の時間的・精神的なゆとりある教育活動を目指して学期制の

見直し、２学期制を導入している教育委員会が年々増加傾向にあります。

３学期制は 100年以上も続いてきた教育制度で、私たちの生活習慣の中に

根強くできてる制度であり、夏休み、冬休み、春休みで学期を区切ってお

り、今まではこの３学期制で教育を受けてきました。 

  ２学期制は１年を前期・後期の二つの学期に分け、前期（１学期）は４

月１日から10月の中旬、後期（２学期）は10月から翌年の３月31日まで、

夏休み、冬休み、春休みは同じで前期・後期の間に数日の秋休みが入りま

すが、始業式・終業式が減ることで授業時間数が確保され、一定の学習期

間を長い区切りにすることで、子どもたちが学習や諸活動にじっくり取り

組める。教師と子どもたちが向かい合い、適切な評価が受けられるなどの

効果が報告されております。 

  本町の学校教育の状況を見ますと、児童生徒の基本的生活面では早寝、

早起き、朝御飯の習慣がついており、県・全国平均を上回り、道徳面にお

いても県・全国平均を上回っておりますが、体力、運動能力テストの結果
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では小・中学校ともほとんどの種目が全国・県平均を下回ってる状態で

す。学力面の学習状況では、小・中学校とも全国・県レベルより大きく下

回っており、家庭学習面においても予習・復習時間が少なく、学力面・家

庭学習面ともに多くの課題が残されております。 

  本町の児童生徒は、社会を生き抜いていくための基礎となる生活面、道

徳面が全国平均を上回っておりますので、これは家庭のしつけや習慣、教

育現場での取り組みの結果のあらわれであると評価するところでありま

す。反面、体力、運動、学力向上の面においては、やっぱり教育現場でし

っかりやってもらわなければなりません。 

 そこで、ゆとり教育から充実教育に変える２学期制の導入について、教

育長はどのようにお考えなのか、お伺いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 教育長堀籠美子さん。 

 

教 育 長         （堀籠美子君） 

 学校２学期制についての質問にお答えいたします。 

 小中学校の２学期制に関しましては、学校週五日制が導入された平成14

年度から全国的に取り入れる学校が出てきました。県内においては、平成1

5年度に仙台市の小中学校が全国に先駆けて一斉に実施し、その後県内の幾

つかの市町村で２学期制を実施してきております。 

 ２学期制に関しましては、議員がおっしゃるようなメリットが考えられ

ますが、逆に長期休業に入る前に通信票等が児童生徒に渡されず、夏休み

や冬休み中の子どもたちの生活の目標が立てられない等のデメリットも考

えられます。仙台市を除く県内公立の小中学校で、この２学期制を導入し

ている学校は、今年度小学校では63校で19.7％、中学校では35校て22.7％

でございます。平成15年度、仙台市が導入してから県内でも取り入れる学

校がふえてきたように思われますが、過去３年間の数値を見ますと平成19

年度が小・中合わせて98校、それから20年度が95校、21年度が98校とほぼ

横ばいの状態でございます。これは先ほど述べたように２学期制を実施し

た場合のメリットやデメリットがあり、それらを各市町村教委や学校が考
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慮した結果であると考えます。 

 ２学期制をとることによって、始業式や終業式の回数は確かに１回分２

日減り、その分を授業に回すことができ、授業時数を確保することができ

ることは事実ですが、年間を通して学校が行事の精選等を図り、計画的に

教育実践を図ることによって３学期制でも十分な授業時数を確保すること

ができております。２学期制を導入した学校の中学２年生の年間授業時数

は 1,015時間、３学期制をとっている学校は 1,010時間と５時間の差だけ

になっております。文部科学省で定めている標準授業時数は 980時間です

ので、３学期制でも十分授業時数の確保ができると考えております。 

 また、２学期制は学期の期間が長く、じっくり児童生徒が学習活動に取

り組めるメリットはあります。特に中学校の技能教科、音楽・美術・体

育・技術家庭でございますが、に関しては、３学期制の場合、修学旅行や

中総体等行事が集中する１学期や期間の短い３学期などでは授業時数が少

ない中で通信票のために評価を出さなければならないという短所がありま

す。これに関して、本町では、宮床中学校が３学期制の中でも技能教科の

評価を前期と後期の２回で実施しております。新学習指導要領で小学校で

は平成23年度、中学校では24年度から完全実施になり、現行指導要領によ

り標準授業時数が年間35時間、週１時間程度ふえることになります。この

完全実施に向けて各校で移行措置の中、現在教育活動を実施しております

が、２学期制については、学校行事の精選や教職員の業務多忙化を含めて

総合的な中で考えていきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 堀籠日出子さん。 

 

８  番 （堀籠日出子君） 

 ２学期制導入にすることに対しては、やはり当然のことながらメリッ

ト・デメリットがあると思います。メリットにつきましては、先ほどお話

したとおりですが、やっぱりデメリットとしても通信簿の回数が減る。ま

た、時間数が、授業時間数がふえたからってそんなに急に学力が上がるわ
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けでもない。保護者の不安も多分すごく大きいところが出てきて、なかな

か２学期という、今まで 100年も続いた３学期制の中から転換するという

のは、本当に大変な精神的な負担も多いんじゃないかなと思っております

が、やはりほかのね、ほかの学校でもこうやって２学期制を取り入れてる

ところがあるんですよ。結構、今教育長は横ばいになってるっていうんで

すけれども、やはり取り入れていまだに２学期制でやってるということ

は、それなりのメリットがあるわけですからね、学校にも、そして児童生

徒にもあると思うんです。実際、郡内でも富谷町、あと大衡村が２学期制

を導入しております。なもんですからね、この間富谷と大衡の父兄の方に

も聞いたんですけれども、２学期制になってどうですかっていったら、や

っぱり最初はちょっといろいろ戸惑ったところもあったんですけれども、

今は何の問題もなく２学期をちゃんと過ごしてますっていうお話がされて

ました。 

 なもんですから、やはりもう少しこれ２学期制について、教育長、２学

期制については、これ今ここ最近どんどん出てきたわけじゃないもんです

から、以前にこれ２学期制について大和町ではどうしようかなんていう議

論はされたことがおありなんでしょうか、お尋ねいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 教育長堀籠美子さん。 

 

教 育 長         （堀籠美子君） 

 ２学期制については、教育委員会で過去２回話し合ってきております

が、現状の段階では３学期制でも十分対応できるということで今来ている

ところでございます。 

 議員がご心配の授業時数の確保というのが２学期制導入では一番それが

ありましたので、授業時数を確保するという意味では、今年度、夏休み中

に教育上必要があるときは７日間授業を限度として認めるということで管

理規則に盛り込んだところではございます。また、先ほど３学期が大変短

いということですが、大和中学校ではやはり技術と家庭科、この評価を宮

床中と同じに前期と後期で行って、評価を行っておりますが、３学期につ
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いては、大和中では２学期の終わりを12月の第１週としております。そし

て、３学期の始めを12月第２週からということで、その学期として時間表

を変えて行っているというふうになっているところでございます。以上で

ございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 堀籠日出子さん。 

 

８  番 （堀籠日出子君） 

 中学校においては、少し３学期が１月から始まるのを前倒しっつうんで

すか、12月に始まったり２学期の終わるのを12月に入れたりという、そう

いう中でやりとりされてるということなんですけれども、やはりこれは全

然、議論するときは保護者には全然こういう情報も流さないで教育委員会

だけで議論されてるんでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 教育長堀籠美子さん。 

 

教 育 長         （堀籠美子君） 

 保護者の方には知らせておりません。ただ、校長会とそれから定例の教

育委員会でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 堀籠日出子さん。 

 

８  番 （堀籠日出子君） 

 私、何事においても、やはり議論というのはすごく大事だと思うんで

す。それで、２学期制ありきじゃなくてね、やはり今はこういう２学期制

に移行してる学校もあります。そして、２学期制はこういうメリット・デ

メリットありますということを、ある程度いろんな父兄会があるときにそ

ういう今はこういうふうな教育方針が変わってますとかね、そういう保護

者の方々にもそういう情報を流して、そしてその反応を見るというのもま

た私必要じゃないかなと思います。そして、今、本当に教育要綱がどんど
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んどんどん変わってきております。先ほど教育長が言ったように小学校で

は23年に、中学校では24年に要領が変わって、これからは理数系を重視し

た学校教育になるようで、小学校でも今まで４年生で算数の授業やったの

が下ろして３年生で学ばせるようにするなどと、そういう教育要綱も変わ

っておりますのでね、やはり私は大和町の子どもは、やっぱりこの自然豊

かな中で３学期制でも十分に授業日数も確保でき、そして行事も何ら問題

なくやれるんですよという、そういう議論はね、私ぜひやっていただい

て、そして保護者にも情報を流して、そして何かあった場合にそういう情

報を一緒に吸い上げて取り組めるような形にこれからぜひやっていくべき

じゃないかなと思っておりますので、もう一言お尋ねいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 教育長堀籠美子さん。 

 

教 育 長         （堀籠美子君） 

 ただいま議員がおっしゃったのを伺って、本当におっしゃるとおりだと

思います。保護者の方にも意見を公表していきたいというふうに思ってお

ります。また、この施行に当たっては、町・市の管理規則で決めている町

村とそれから現在教育委員会がある地域だけ指定してやってもらっている

地域、それから校長先生の申し出によってやっているという三つのパター

ンがございまして、結構数の出入りがあってやめている、校長先生がかわ

ってやめたところも宮城県では１町ございます。 

 で、今後、先ほども申しましたが、この制度のいいところを取り入れな

がら全体として考えていきたいとは思っているんですが、ただ議員がおっ

しゃった保護者ということも今後考えていきたいというふうに強く思った

ところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 堀籠日出子さん。 

 

８  番 （堀籠日出子君） 

 教育委員会だけの議論じゃなくて、ある程度保護者の方にも情報流した



 21 

中で議論していただきまして、大和町の児童生徒、体力・学力ともにトッ

プレベルまでいくような形に吸い上げていただきたいと思います。終わり

ます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 暫時休憩します。休憩は10分間とします。 

 

    午前１０時４３分  休 憩 

    午前１０時５３分  再 開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 再開します。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ４番平渡髙志君。 

 

４  番 （平渡髙志君） 

 先ほどですね、元議長の高平伝雄大先輩が急逝したという報告を受けま

した。先輩は東北議長会会長、また大和町消防団を16年間という長い間お

務めいただきました。大先輩に対して哀悼の意を捧げるものであります。 

  それでは、私から一般質問をさせていただきます。通告に従いまして２

件、２要旨について質問をさせていただきます。 

 まず、第１件目の町民バスの運賃を無料にしてはの質問でありますが、

現在町民バスは４台で９路線を運行し、子どもたち高齢者等交通弱者の足

の確保に大きな役割を果しております。しかし、この５年間のバスの乗車

人数は年間平均で約２万 4,300人、平成16年から18年の３年間は２台で運

行しており、年間約２万 5,500人の乗車であります。平成19年から20年の

２年間は４台で運行、年間２万 2,500人とバスが４台にふえ、路線も毎日

運行しているのに年間で約 3,000人もの利用者が減ったのは何が原因なの

か。検証を急ぐとともに、これからどうしたら乗車数をふやすことができ

るのかの方策を考えなければならないと思います。 

  乗車料収入も、この５年間大体同じで年間 350万ぐらいであります。バ
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スが４台になった、この２年間の経費は年間約 2,200万円だったのが、今

回行われました入札で今後３年間の経費は年間約 1,550万円となり前年よ

り約 670万も安くなった。このようなことから、この際バスの利用者をふ

やすとともに多くの町民が気軽に町内を出歩けるような政策をとらなけれ

ばならないと考えますが、町長の考えを伺います。これが私の１件目の質

問であります。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 それでは、ただいまのご質問、バスの運賃の無料化についてのご質問にお答えいた

します。 

 町民バス運行業務の年間委託費につきましては、議員がお話のとおりバス５台から

４台にした関係、また競争入札によりまして、平成20年度と比較しまして21年度は安

くなっております。これまで町民バスは、運行業務委託料のほかに修繕料、タイヤ購

入代、車検時の諸費用等年間約 300万ほどの経費がかかっておるところでございま

す。バスの使用料収入につきましては、お話しありましたが、年間約 350万くらいと

なっておりますので、町民バスの運行経費の全体から比較しますと約２割ぐらいであ

りまして、その分利用者の皆さんにご負担をいただいておるところでございます。 

 議員ご提案の町民バス無料化に関しましては、より多くの町民皆さんの利用促進に

有効な手段であると思いますが、町民バスは町内全域をカバーしていない関係上から

もバスを利用されない、できない方との公平性、そういったものも考えた場合、また

町民バスのより健全な運営のためには、ある程度受益者の方々にご負担をいただく必

要があるんではないかというふうに考えておるところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 平渡髙志君。 

 

４  番 （平渡髙志君） 

 町長は、この２年間ですね、前年の３年間に比べて先ほど言ったとおりバスが４台
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になったにもかかわらず乗車数が減った、この理由といいますか、をどのように 

考えておりますか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 実際トータル的に減っております。一番大きなものはスクールバスの運行によりま

して、宮床地区の子どもたちがそれまで町民バスっていいますかね、利用してもみじ

ケ丘方面からですか、子どもたちがおった部分につきましてスクールバスに変更にな

ったことによって、その人的な部分については一番大きいんではないかというふうに

思っております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 平渡髙志君。 

 

４  番 （平渡髙志君） 

 今のままではですね、やっぱりずっと横ばい状態なわけでございます。これは１回

乗れば 200円ですよね。やはりお年寄りの方々も１区間また２区間に乗って遊びに行

きたい。同じ地区内ですね、宮床なら宮床、吉田なら吉田の方が必ず吉岡に来るとは

限らないんですよね。それで、また１区間、２区間乗って、また次の友達に行くとき

も乗るといった場合も全部 200円ずつ加算していくわけですよ。やはりそれではまる

っきり利用もしないし、なお出歩く機会も少なくなってくるんじゃないかと。私、こ

れをですね、やっぱりこの際経費も入札で 670万近くも安くなった、年間 350万収入

のある中でこれくらい経費が節減できた。また３台から、２台から４台になっても乗

車数が変わらないんであれば、私は３台でも逆に経費を減らしてですね、それを満遍

なく使っていただければもっともっとふえると思うんですが、町長、その辺の考え、

これからの方策ですね、それをちょっとお聞かせください。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

 この町民バスにつきましては、もともと宮城交通さんが撤退した理由というものが

乗車客が少ないという中で経営が成り立たないという中で撤退をしたところでござい

ます。そういった方に対して病院に行くとか学校に行くとか、そういったものの足を

町として確保すべく町民バスをスタートさせました。ですから、そんなこと言っては

変ですけれども、物すごくどんどん乗るということではなくて最低限の足の確保をと

いうことでスタートしたというふうに思っております。したがって、よく空バスでと

いうようなお話もいただくところでございますけれども、それはある程度は覚悟して

っていいますかね、やむを得ないところでやってきたんではないかなというふうに思

っておりました。 

 それで、あの当時、バスの運賃等につきましてもいろいろご議論があったところで

ございますが、やはりそれなりの受益者の方のご負担もいただいてやるべきであると

いう考えの中でこの料金が設定をされ、そして一回見直しをして今の 200円になって

おります。また、吉岡町内ではございますけれども、町内の場合については、そこ

の、外に例えば無料っていいますかね、そういった形もやってきております。 

  そういったことで運営がなされてるところでございますが、ご案内のとおり前はバ

ス２台でございました。児童館等の廃止によりましてバスが配置できるようになった

もんですから、台数をふやしてルートも変え毎日のルートにしながらやって、工夫を

凝らしながらやってるところでございましたが、おっしゃるとおりスクールバスの件

もあるわけでございますけれども、人数が減ってきてるという現状がございます。ま

だまだ便利に使えてるかというとそうでない部分もあるんだろうなと。このままこう

いったバスの形態がいいのか、また違った方向がいいのかということも、もっと言え

ばあるのかもしれません。ですから、今のままで決していいとは思ってるところでご

ざいませんで、今後、今度高齢者の方々が免許証を返納した場合のときとか、いろん

なお話もあったところでございますので、そういったことも含めながら考えていかな

ければいけないと思うし、あとは今度企業さんが配置された場合にですね、まあ町民

バスと一緒でいいのかどうかという問題もまたあるわけでございますけれども、そう

いった企業さんの従業員の方々の通勤の手段というものについても、まあイコールそ

れをセッティングするかどうかはまた別としましてですね、そういったことも今後課

題としては出てくるんだろうというふうに思ってます。 

 ですから、議員お話のとおり今の状況で住民の方々に、これでサービスが終わりか
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というとそういうことではなくて、これからもいろいろ形態も含め考えていかなけれ

ばならないものだというふうに思っておりますが、そういった総合的なことも含めて

ですね、今後考えていかなければならない施策だというふうに思っております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 平渡髙志君。 

 

４  番 （平渡髙志君） 

 今、町長から今からまだ大きな変革をしながらバスはやっていくということであり

ますが、今町長が言ったとおりエコ通勤実現ということで、この前のですね、６月７

日の新聞にも、結局仙台から大和町までの機関は、交通機関はあるんですけれども、

そこから団地に行く通勤手段が手薄じゃないかというような河北新報等々に載ってお

りました。やはり町内に住んでいる方がですね、やはり団地とかいろいろに通勤する

場合ですね、やはりそういうのも活用して今からは行ってもらうことも大事ですし、

またですね、同じ地区内ですよね。地区内にやっぱりお年寄りの方、友達おると思う

んですけれども、やはりそこも２区間、３区間乗っても、やっぱり今の料金、まだ吉

岡まで来ても同じ料金ということでは、やはりさっき言ったとおり吉岡内であれば 1

00円とかというような、そのような利便性もですね、体系も、料金体系も変えていく

ことも大事なんですけれども、ただそれを半分にしても、 350万の半分で百七、八十

万なんですよね。年間、今の料金を半分にしてもですよ。やはりそれやれば、私はい

っそ無料にして皆さんに、どうしても 100円出すのと無料というと違うんですよね、

やっぱり乗る気持ちもですね。やはり企業も相当来て人口もふえてくる、そうなれば

私は相乗効果としてですね、無料にしても十分サービスの面から大和町のポイントに 

なるのかなと、セールスポイントになるのかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 今お話の無料というのにつきましては、対象、ちょっと高齢者の方とかというふう

にお話しちょっと聞こえましたが、年齢の制限とかそういった今各町村でいろいろそ
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ういうことやってございます。その効果、あとどういった方が一番利用するのか、ど

ういう利用形態があるのか。お話のとおり町内で移動するということはもちろんある

んだと思いますけれども、基本的に考え方、一番スタートからしますと病院とかそう 

いうところに来るという前提で、前提でというか大きな目的としてですね、そういっ

たものでこの町民バスがスタートしておる福祉バスでございますので、その辺のこと

のあり方、あとそういった例えば年齢的なものの方々の見方、そういったものについ

ては、今も 200円、 100円とか、そういった形ではやっておるわけでございますけれ

ども、そういった柔軟な考え方もそれはあってもいいかというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 平渡髙志君。 

 

４  番 （平渡髙志君） 

 ぜひですね、何で今このように伸び悩んでいるのか、また減っているのか、やっぱ

りそういうのもすぐにですね、やはり検証してですね、今回この路線で何で皆さん

が、町民が乗んなくなったのかなって私も聞いてみたんですけれども、時間的にやっ

ぱりダイヤが大幅に変わった。やはり最初のを見てみますと黒高生を対象にした通学

の最初組んだような感じもするんです。ですけれども、それが果して全部黒高生がそ

れに何人乗ったかというと、私はそうでもないような感じなんですよね、見て見ます

と。 

  それで、結局鶴巣で言わせてもらえば山田から発着して太田、そして鶴巣小学校前

まで来る朝に乗れないっていうんですね、あっちの方々が。時間が遅いと。もっと早

く出てこないと子どもたち、やっぱり８時ぎりぎりに学校では、今はやっぱり早く行

くようなんで、皆さん別々に送っているような感じです。ですから、小学生と高校生

との時間の差があるんですよね。だから、黒高生に合わせた何かちょっとダイヤも組

んだ可能性もあんのかなと。 

  やっぱりそういうのを大幅に見直していただきまして、とにかく乗車数を多く、ま

た利便性よく、せっかくこのように 1,500万も年間かけ、まあ 2,000万近くですか

ね、いろんな経費まぜると。をかけてやっておるんですから、やはり皆さんが乗って

いただくような施策をすぐ来年までと言わないでですね、９月にまたダイヤ改正して

もいいわけでありますから、ことしの４月にやった、その中でやっぱり直すところは
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すぐ直してですね、利便性をよくしていただければ、まああと無料化にしては徐々に

その政策の中でやっていただければと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 バスのルートとか時間帯につきましてですね、やっぱりその都度、その都度といい

ますか、しょっちゅう変えるわけにはいかないところもありますので、これまでも見

直しをやってきております。それでお客さんの声または乗車率、そういったものを考

えながらやってるところでございますけれども、台数４台の中ですべてを何ていいま

すか、カバーするというのは現実的に非常に難しいところがございます。 

 今、学校の生徒の関係ということでございましたけれども、４月から改正をしてお

りましたので、今後乗ってる方のアンケート調査とかも定期的にではないんですが、

やってる部分もありますので、そういったことで乗車の状況、そういったものをチェ

ックをしながら今後のよりよい運行のための対策はやっていかなければいけないと思

っております。 

 ただ、見直しということにつきましては、やっぱりおっしゃるとおり時間帯がしょ

っちゅう変わってもお客さんも困ってしまうということもありますし、またバス路線

ですので、新しい経路に入るんだったら運輸局の許可とか、そういったこともござい

ますので、そんなにしょっちゅう変えるということはなかなか難しいところでござい

ますけれども、できる限りお客さんの利便性に合うような形の対応は、できるだけ早

くしていきたいというふうに思っておるわけでございます。 

 

４  番 （平渡髙志君） 

 はい、１件目終わりたいと思います。 

 次に、２件目に入りたいと思います。２件目の質問は、夏休み中保育所に預けず家

庭で過ごした子どもに支援金をという質問でありますが、長野県の波田町では、今年

度から８月上旬に子どもを町立保育園に預けず親子で過ごす家庭を財政支援する保育

サービスを新設しました。親が職場で夏休みをとりやすい時間に積極的に子どもと触

れ合う時間を確保し、信頼関係を強めてもらうねらいがあるようであります。対象期

間は８月１日から12日まで。土日は除きます。この間に子どもを保育園に預けず家庭
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で過ごした場合、欠席日数分の保育料を翌月に支給金として交付する。町立保育園で

は休暇中の親が子どもを預けているケースも多く見られます。さまざまな事情がある

と見られるが、登園した子どもが家に帰りたがる。情緒不安定になりやすいといった

マイナス面が保育士から指摘されていたといいます。欠席の多少にかかわらず同額の

保育料が毎月徴収されることなども背景にあるようであります。企業などの夏休み取

得時期と重なる８月上旬は他の期間よりも欠席がふえる傾向にあり、夏休みをとって

いる家庭が多く、休みやすい時期としたようであります。 

 本町の保育所でも前々からこのような例は指摘をされております。夏休み時期ぐら

いは、このような取り組みを本町でもしてはどうか、町長の考えを伺います。これが

私の２件目の質問であります。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 次に、家庭で過ごした子どもへの支援金についてでございます。 

 保育所では、従来から親が安心して働けるための環境として安全安心な保育環境づ

くりに努めておるところでございます。議員のご質問の支援金の交付の取り組みにつ

いて、長野県の波田町っていうんですか、これ信州毎日新聞の記事で昨年末に紹介さ

れたと聞いております。 

 支援金の交付が検討された経緯につきましては、老朽化している保育園の保育環境

等の検討がなされる中で、子育て支援の視点から子どもは親と過ごす時間が大切であ

り、親が積極的に子どもと触れ合う時間を確保して信頼関係を強めてもらうというね

らいから夏休みを親子で過ごす家庭に財政支援する保育サービスを新設することにな

ったものでございます。実際の支援金の交付は、まだこれからだそうでございます

が、保育日数を算出して、８月１日から12日までの平日に保育所に行かずに家庭で過

ごした人数分を申請によって交付するというものでございます。同じ日数保育所を休

んでも個々人の額の違い、保育料が免除の方につきましては、支援金は交付されない

こととなります。 

  本町でも、親が会社を休んだ日に用事を済ませなければならないなどの理由で保育

所に子どもを預けるケースや、兄弟が学校の休みであったり親が会社を休んでいるこ
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とを知っていて子どもが家に帰りたがるなどといった例があることは議員のご指摘の

とおりでございますが、このことは夏休みに限ったというものではなくて、また人数

やその頻度につきましても、そう多くないように感じておるところでございますの

で、このことにつきましては、現行の中で進めてまいりたいというふうに考えてると

ころでございます。 

  なお、保育所への入所を希望している待機児童が生じている中で、託児所などへ子

どもを預けざるを得ない状況の保護者もおりますことから、待機児童の解消に向けた

施策を今後も重点的に進めてまいりたいというふうに考えております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 平渡髙志君。 

 

４  番 （平渡髙志君） 

 今のお話で、答弁で余り子どもがいないのではないかと。また、保育料がいろいろ

違ったりするんじゃないかというような答弁でございますが、私は、その日数ですよ

ね。１カ月23とか４とかの日数で自分の保育料を割れば済むことでありますし、免除

されている方にわざわざ支払う必要もない。 

  ただ、やはり同額、幾ら休んでも今のままでは同額の保育料が納めるということに

ですね、やはり、まあ１日、２日は、それは用事で休むかもしれないけれども、夏休

みの場合、今企業ですと長いところで10日間とかいろいろ夏休みというの今とってい

るんですよね。その中でやはり何日間でも自分で保育所に預けないで、その間自分で

見れば幾らか、何千円でも返ってくるなと思えば、私はそれで子育て支援の、先ほど

堀籠議員からいろいろ子育て支援について、町長も万全の態勢をとっていくというよ

うなお話が、答弁があったわけでございますが、私もやっぱり幾らでもやっぱり戻っ

てくるとなれば、そういう家で育てる夏休みの期間ですね、休みのときは、じゃあ休

ませて家でいようと。まあ少しでもふえれば、私は財政的なもんでなく、この子ど

も、また家庭にとっていいことだと思っているんですよ。 

  それで、今答弁の余りいないんでないかというような感じだったら幾らか、そんな

お金もかかるわけでもないしですね、また夏休み、保育士さんも夏休みとる方が、本

町でもやっぱり休暇ありますからね。そういうとき、人手が幾らでもかかんなければ

保育士さんも休めるし、お互いやっぱりよくなると思うんですよ。それで今度いろい
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ろトヨタ、セントラル、またエナジー等々が大きな会社が来た場合、やはりそういう

会社に限って夏休みというのは10日間とか連続して８月上旬ころにとりますからね、

やっぱりそういうのもあるんだよといったとき、私はさっき言ったとおり若い人たち

がこの大和町に定住する一つの要素にもなるんじゃないかなと思うんですが、町長、

もう一回そこんところ。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 これまでの傾向を見ますとですね、８月のお盆期間といいますか、８月に入ってか

らお盆期間中の欠席状況ということなんですが、確かに親御さんたちがお休みになる

期間はあるんでしょうけれども、出欠状況につきましては、８月だけ特別この時期に

多く休むとかそういった状況にはない状況に現在ございます。要するに子どもたち

が、まあ休み、みんなが休んだから子どもが休めれば休ませて人がどんどんふえると

かですね、そういう状況ではない状況でございます。確かに親御さんがいるときにと

いうこともあるのかもしれませんが、親御さんの考え方として本当に一緒にいたいん

であれば 、いたんであればって、いた方がよいという判断をすれば、お金とかでは

なくてお休みにさせるのが親の気持ちではないかというふうに思うんですね。それで

決して子どもがいたから休み、幼稚園がやってるから、保育所もやってるから自分は

休みだけれどもそっちに行っておいでということではなくて、親子というものは一緒

にいると、いた方がいいと思ったときには、親の判断でそういうこともするんではな

いかというふうに私は思っております。確かにお金の部分が全くないとは言い切れな

いところあるかもしれませんけれども、本来親子関係というのはそういうものではな

いかというふうに考えております。 

 そういったこともございますので、それからさっき申しましたとおりお盆だからと

いう傾向も余り大和町の中ではないようでございますし、さっきも言いましたけれど

も子どもさんが帰りたがったりするケースは、やっぱりあるようでございます。それ

はお盆とかに限らず、やっぱりいつでもそういった子どもさんが親がいたときには帰

らなきゃない、帰りたいという思いもあって、そういった例えば親と別れるとき泣く

とか、そういうことがあるのかもしれませんけれども、先ほど情緒が不安定になると
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かっていう話もありましたけれども、大和町もみじケ丘の保育所の先生方にもお尋ね

したところ、そういったことはありませんと。そういったことをさせないのが我々な

んですから安心してお預けいただけますかというふうに先生方も言っておられてまし

た。非常に心強く思ったところでございます。そういったことも考えた場合には、や

っぱりその判断が親御さんがやることで、その料金とかにはね返んなくともですね、

いいと思います。 

 ただ、先ほども申しましたけれども、待機児童がふえたりしてるところがあります

ので、子育てという部分でですね、大きな目で見た場合にそういった部分について、

そういった部分も含めてですね、やっていきたいというふうに思ってるところでござ

います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 平渡髙志君。 

 

４  番 （平渡髙志君） 

 私と町長はちょっと年代も近いので、私たちの感覚ではそうなんですよね。やっぱ

り子ども、自分が休みなら子どもも休ませて一緒にと。ただ、やはり今はちょっと違

うようであります。やはり子どもを預けてっからどごさが遊びに行こうとかね、そう

いう感覚の親がふえているから、やっぱりこういうようなことをやる、考えるような

時期に来てるのかなと。確かにこれ今はまだ全国的には余りやってないようでありま

す。長野県でもやってないようですから。ですから、私は大和、宮城県でもこういう

こと余りしてないのかなと。ですから大和町がこの第１番目にですね、宮城県でもこ

ういうような施策をとればですね、私はいいんではないかなと。そんなにお金もかか

るわけでないし、ただ期間も、その期間だけある程度限って、またそれがよければ冬

休み期間とか、それはしていくべきなのかなと思ったもんですからこの質問を取り上

げたんですが、町長、もう一回その辺。私たちの世代でない今の時代のようでありま

すので、その辺もう一回。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

 年代が違ってきて、そういった感覚といいますか、変わってきてるということはい

ろんな部分であるんだというふうに思ってます。 

 ただ、そうであれば親御さんの気持ちを変えるっていいますか、そういうふうに思

わないでですね、子どもをかねてということではなくて違った形で親子がつながると

いいますか、きずなを深めるといった方向にもっていければいいんではないかと。何

か逆にそういう人が大和町にいっぱいいるんですかというふうには思われたくないよ

うな気もするところでございますけれども、そういったごく一部なんでしょうけれど 

もね、そういう人いるとすればね。というふうに思いますけれども。（「はい、わか

りました。終わります」の声あり） 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 以上で、平渡髙志君の一般質問を終わります。 

 11番鶉橋浩之君。 

 

１１ 番 （鶉橋浩之君） 

 私は、今回３件の通告をいたしました。３件は私だけのようなんで時間配分難しい

なと思ってございます。１件目が水源地であります森林の問題、３件目に水道の問

題、森林からすぐ水道の蛇口では余り急だなと思って、中に子育て支援を挟んで魚の

住める川をイメージして構成をしてまいりました。ひとつよろしくお願いをしたいと

思います。 

 まず、１件目の地山、治水、山林の荒廃にもっと目を、というテーマでございます。 

 通告に書いておるわけなんですが、我が町の大和町の森林、これ 225平方キロ中の

63.3とあるんですが、これはよく見ましたら2000年の10月に出した町勢要覧ではこう

なってるわけですね。ところが、ことし３月の第４次総合計画の土地利用を見ると7

2％となっておりますんで、８年間でこんなに山林ふえたのかなというような、ちょ

っと疑問も持ったわけで、やはり町のそういったデータというものは、はっきりして

おく必要があるんではないかなということを、まず申し上げたいと思います。 

 で、これを管理する森林行政、林務行政ですが、現在、森林組合なり林業団体への

依存の状況にあります。ちなみに、森林振興、森林行政振興のための予算なんです

が、これ21年度で見ますと林業振興費が 2,300万余り、全予算のたった0.27％という
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状況でございます。 

  で、反面、森林にはですね、治山・治水、水源涵養、地球温暖化防止、二酸化炭素

吸収なり、あるいは災害防止、環境保全、もちろん産業としての位置づけ、求められ

ているものは果てしなく大きいわけでございまして、町の行政の中での位置づけも、

これは重要視しなくちゃなんないんではないかなと思っているものでございます。19

年の３月に質問をしました。いわゆる杉等の用材の皆伐が進んで伐採放置林がふえて

いるという、その対応について質問しましたけれども、15年から17年まで約 400町歩

が皆伐、そして放置された状況。で、これに対して町の見解は、これは伐採して植栽

をしない放置した森林は天然更新林として位置づけをしているんだというようなこと

でございました。 

  町の森林整備計画、これは森林法に基づくわけなんですが、植栽によらなければ的

確な更新が困難な森林以外は人工更新、天然更新、これは選択できるとあるわけでご

ざいます。当然木材をめぐる状況もあるわけでございます。しかし、天然更新、いわ

ゆるそのままということなんですが、これは本来であれば広葉樹林、雑木林、そうい

う森林に適合する言葉であって、いわゆる雑木を切って、切ればすぐ萌芽すると、す

ぐに森林が蘇るというような場合が、その天然更新ではないのかなと私は思います。

杉等の皆伐の場合は、これはかなり息の長い時間がかかってしまう。その間に災害な

り、踏み込めない山がふえているというような現状にあるんではないかなと思いま

す。 

  そこで、18年以降の用材林の伐採あるいは更新の状況について伺うわけであります

し、さらに吉田川の上流域、これは極端に伐採が進んでおります。21年中には嘉太神

ダムですね、ため池、この堰堤に面した財産区の部分林なんですが、これの14町歩皆

伐がされると。しかも、植栽の計画はないというようなことも伺っております。ご案

内のように嘉太神ダム、土砂の堆積が進んでおりまして機能が著しく失われている状

況、そういった問題もございますんで、やはりもう少し森林整備に力を尽くすべき

と。そして、緑化を推進すべきではないかと。これは町の行政としても大事なことで

ございますし、そういった運動を町は起こす必要があるのではないかというのが質問

の要旨でございます。よろしくお願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

 それでは、鶉橋議員の質問にお答えいたします。 

  森林の環境に対する影響につきましては、治山・治水、温暖化防止などご指摘のと

おりでございます。とりわけ地球温暖化に対しましては、昨年開催されました北海道

洞爺湖サミットにおきまして主要なテーマになるなど、地球環境に対する世界の関心

が非常に高まっておりまして、種々その対策がとられておることはご承知のとおりで

ございます。 

  戦後、共有林等として植林されました杉などが適期を迎えまして、平成18年度から

平成20年度までの３年間で 188ヘクタールが伐採されましたが、そのほとんどがいわ

ゆる天然更新、新たな植林をしない状況ですね、で更新でございました。跡地への植

林はほとんど行われておらない状況です。まあ３ヘクタールほどやった実績があるよ

うでございます。このように植林がなされてない山林につきましては、保水力の低下

から大雨時には一気に排水路に水が流入いたしまして、農業用施設や農地も影響を受

けている事例がございます。 

  大和町森林施設整備計画は平成21年度を初年度とする10年間のものでございまし

て、林業施業共同化重点的実施地区を設定し、具体の森林施業は所有者が計画実施す

ることとする内容となっております。この森林施業を初めとする森林育成支援といた

しまして、民有林育成対策事業、森林整備活動支援交付金事業、森林保全推進事業、

森林病害虫等防除事業、森林管理遵守業務及び蛇石せせらぎの森整備事業等多くの補

助事業等を実施しておりますが、森林の大切さはご理解いただいているものの、木材

価格の低迷、また伐採まで40年以上もかかることなどからなかなか植林に至っていな

いものと考えております。 

  去る５月23日には、松くい虫による伐倒駆除後の落合地区県有林におきまして、県

主催によります植樹祭も実施されましたし、企業においても自然と調和した団地づく

りということで、大和流通工業団地周辺での植栽、植樹祭を計画しております。ま

た、緑の募金によります多くの町民の方々からご理解とご協力をいただいております

ご芳志を、今年度は吉田地区を対象に林業事業として、まあ１ヘクタールぐらいでご

ざいますが、実施してまいりたいというふうに考えております。今後も林業団地等を

通しまして、失礼。林業団体等を通しまして植林及び森林整備に対する啓発を進め 

てまいりたいと、このように考えておるところでございます。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 鶉橋浩之君。 

 

１１ 番 （鶉橋浩之君） 

 今の答弁で18年から20年度まで、さらに 188ヘクタールふえたと。そのうち３ヘク

タールしか新植が行われないという状況。ただ、町長今申し上げられたんですが、こ

の施業計画も実際に実施するのは所有者なんだというような、これは重々承知をして

いるわけでございます。で、問題は、ここまで植林の大切さといいますか、緑化推進

の大切さ、これをいかに町政が誘導するかというようなことではないのかなというふ

うに私申し上げたいんです。先ほど申し上げたんですが、例えば嘉太神ダム湖周辺の

伐採の例を引き合いに出したわけなんですが、これは財産区有林で愛林公益会が出る

前に県なり沢渡地区の部分に契約をした山林なんですが、本当に堰堤に面した部分あ

そこ14ヘクタール皆伐になると。堰堤を含めた放水路付近の環境どうなるんだろうと

いう思いもしますし、幸いダム湖南側に入り組んだ箇所があるわけなんですが、よく

調べてみたら、その水面に面したところは町長の所有の山というようなことで、これ

ちょっと安心、その部分では安心をしているわけなんです。 

  ただ、いずれにしても堰堤に直接隣接する山なんですよね。そこが皆伐になる。し

かも重機がどんどん入るというようなことで、本当にこれは大丈夫なんだろうかなと

いうふうに思ってございます。たまたま町長もちょっとことし吉田愛林公益会の総会

に顔を出したわけなんですが、愛林公益会で例の黒川行政の最終処分場の周囲のいわ

ゆる公益会、金取北の部分になるんですが、これは地元で伐採をするというような計

画が持ち上がったようでございますが、公益会でもやはり処分場の環境といいます

か、あそこを、あそこの周辺を裸にするのはいかがなものかというようなことで、い

わゆる部分林の金取北の持ち分を公益会で取得をしまして保存するような方策をとっ

たようでございますけれども、そういった民間でもいろんな環境に配慮した取り組み

がなされているところでございます。 

  そういった中で、いわゆる行政でこれだけでいいのかなというような思いがしてな

らないわけなんですが、ひとつその森林施業といいますか、そういう誘導策、確かに

施策はあるわけなんですが、さっき申し上げたように全予算のたった0.27％、これも

う少し運動としてとらえないとふえていかないんではないかなと。特に嘉太神ダム湖

の周辺なんかは流域、地域流域の町村等々にも働きかけなどもしていかないと大変な
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んではないかなという思いがしますので、その辺についてどうお考えか、まずそこを

お伺いをします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 山林の維持といいますか、その結果によって環境保全または安全等々図られるとい

うことで非常に大切なことだと思っておりますが、お話のとおり、山林所有者の気持

ちといいますか、その中が非常に大きなウエートを占めて今進んでる状況にあると思

っております。まあ植林をする際の補助とか、そういった制度はあるわけでございま

すけれども、先ほども申しましたとおり現状なかなか、まあ収入になかなか結びつか

ないというような、その間に40年なりそういった期間があるということでございまし

て、私有地の管理について、その人だけでやってくれというのは、非常に今の時代難

しいのかなという気もしております。 

  まあそこにどこまで町なり国なりが入っていけるかということはもちろんあるわけ

でございますけれども、林業振興協会とかそういったところでも、今そういったもの

についてこのままではいかんということでいろいろと施策をやっております。先ほど

申しましたけれども、県主催の植樹祭、これも県主催とはいいながら、その振興会等

が入った中で合板業界というんでしょうか 、方々が、その合板の出荷量に応じなが

ら金を拠出して、そういったもので取り組むとか、そういったものを一緒に取り組ん

で、この間は 100人ぐらいでしょうかね。仙台からもお客さんとか来られてやってき

たところでございます。地道でありますけれども、そういった小さな、何ていいます

か、活動も一つ一つ積み上げていくことが必要なんだろうというふうに思っておりま

すし、先ほどの、これも申しましたけれども、今度緑の募金、大和町でも多くの方々

にご協力をいただいておりますが、１年間に１ヘクタールぐらいずつになりますけれ

ども、その募金のご芳志を使わせていただいてですね、そういったこともやっていく

というと、何ていいますか、地道な積み上げといいますか、そういったことで少しず

つやっていくということが一番現実的なのかなというふうな思いがあります。 

 どうしてもある程度の期間の、何ていいますか、植林をした後にひとりで大きくな

っていくまでの期間のですね、手間といいますか、そういったものがある中でござい
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ますので、ここだけお手伝いをすればというものでもなくてですね、その後の下刈り

とか草刈りというところまでいきますとなかなか難しいところもありますし、もちろ

んそういう補助はもちろんあるんでございますが、十分なところまでいってないとこ

ろもあるところでございます。やっぱりさっきも言いましたけれども、そういった難

しい状況あるけれども、やっていくためには一つ一つ小さな積み上げをやりながら多

くの方々に、まあ企業さんに協力をもらうとかいろんな方法があるようでございます

けれども、そういったことも工夫しながら、今後そういった運動を続けていって、そ

の結果として40年後にそういった立派な緑が保存されていればというふうに思ってお

るところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 鶉橋浩之君。 

 

１１ 番 （鶉橋浩之君） 

 今町長からも話が、地道な積み上げという話がございました。確かに植林して、す

ればいいというもんじゃないんで、あとの管理がかかるわけなんですが、今いわゆる

下刈りとか、特に間伐なんかそうなんですが、結構国の政策も手厚くなって交付金・

補助金がかなり手厚いものになっていると。特に間伐なんかは所有者がみずからやら

なくても委託することで、むしろ残金が残るというくらい林業 、何ていいますか、

事業、そういう交付金が手厚くなっておりますんで、やっぱりまず植える運動を起こ

すことではないかなというふうに思ってございます。 

  で、町長の答弁の中でも触れられたんですが、これは浅野議員、きょうは何の日で

はないんですけれども、緑の募金という話がございます。これは14年前、特に６月制

定されました募金法、特に前からの緑の羽根募金運動を強化した内容で、いわゆる森

林整備、緑化推進、これに積極的に使用しなさいというような形で14年前に募金法が

新たに性格を変えたわけです。 

  で、ちなみに大和町、じゃあ今までこれで何をしてきたんだろうと私も調べてみま

したらば、20年度、これは60％、募金額の60％が町村に、市町村に交付されるわけな

んです。大和町に85万円交付されておりました。20年度。20年度末の決算では 270万

の繰り越しを残しております。で、20年度の事業何やったのかなと見たら緑の少年

団、アオダマの苗、これ約３万 5,900円で提供して植えてもらってる。さらに緑化推
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進事業費として約60万使ってるわけなんですが、これが10月の産業まつりのジンチョ

ウゲの苗の 400本配布とか、11月の町民文化祭、ヤエクチナシ苗 400本配布した、こ

ういう事業費なんで、これは本当に緑の募金法に整合性があるんだろうかという疑問

も持ったところでございます。本当に貴重な募金をしていただいた方々というのは、

やっぱり国土・町土を緑化することに目的があって、法律もそういうふうになって

る。これでいいんだろうかというような思いでいたわけなんで、そのことを実は強調

しようと思ってました。町長から、ことしは１ヘクタールぐらい緑化に使うというこ

とでございましたけれども、やはりこういった今募金、募金を通じていわゆる緑、緑

化推進というものというのは、やっぱり国民の、町民の願いでありますから、これは

やっぱり全額緑化推進、山林の緑化に使うというような前提でないとうまくないのか

なと。それが当然なんではないかなという思いがしました。 

 で、１ヘクタールの計画だというようなことなんで、まあその１ヘクタールに限ら

ずですね、やはりこういうものを使って苗木を提供して、それを関連する受益、水の

受益者なり、あるいは広く町民、内外から賛同者を募って運動を起こして少しでも多

くの森林の緑化を図っていくというのが運動のねらいだと思いますんで、この緑の募

金の関連について、もう一度ひとつ町長から所見を含めてお願いしたいと思います。 

  

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 緑化推進、緑の募金の緑化推進の件でございますが、今、議員お話のとおりこれま

での事業といたしましては、そういった催し物の際に苗木を各家庭にお配りをして、

各家庭から緑をふやしていこうという考え方がここ数年でございました。そういった

中で来たわけでございますが、緑が、家庭からの緑と山からの緑と両方あると思いま

すけれども、今後、数年これをやってまいりましたので、今後、今度は考え方を山の

方にもっていきまして、さっきお話ししたような緑の募金の森というか、仮称でござ

いますが、そういったものを整備していってはいかがかと。それでことし、まず初め

に１ヘクタールほど、これは場所の関係をまだ選定、具体的にはなっておりません

が、１ヘクタールほど選びまして、そこに植えていこうという考え方でございます。

このことにつきましては、ことし単年度ということではなくて、いろいろ予算の関係
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もあるわけでございますが、今後当面の間そういった形の各地区といいますかね、そ

ういった形で広げていければというふうに思っておりまして、そのやり方等につきま

しては、今後それこそ委員の方々や、またその地域の方々にご相談をしながら進めて

いくことになると思っておりますが、そういった形で今年度からそれをやっていこう

というふうに考えているところでございます。 

 １ヘクタールという面積、 188ヘクタールにすれば大変狭いところでございます

が、そういった形でさっき言った、議員のお話のとおり植える運動といいますかね、

みんなでやっていこうという機運も盛り上がっていけるように努力してまいりたいと

いうふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 鶉橋浩之君。 

 

１１ 番 （鶉橋浩之君） 

 じゃあ、２件目に移ります。国の補正予算と子育て支援事業についてでございます。 

これは３月定例会も施設保育の拡充に向けてということで一般質問をいたしました。

実例を紹介しながら待機状態の解消策やら施設保育の考え方等を伺ったところでござ

いますが、町長からは、子育て支援対策については、庁内で検討してまいると所見で

ございました。で、今回、08年度の２次補正、子育て支援対策臨時特例交付金、これ

 1,000億規模、これまだまだ枠があるそうでございまして、ありました。さらに09年

度、今年度の補正、これは５月の29日、国会成立しましたんで仮称が取れたわけなん

ですが、地域活性化・経済危機対策臨時交付金１兆円規模、冒頭の町長のあいさつの

中に早速これの対応が示されてあったわけなんですが、これらの子育て支援対策とし

て保育所整備等、これが盛り込まれておりますんで、本町の対応について、まずお伺

いをしておきたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 それでは、国の補正予算と子育て支援関係についてでございます。21年度補正予算

の全体概要は、各省庁が実施、調整する経費と国施策と歩調を合わせ事業実施できる
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対策並びに積極的な事業実施可能対策としまして、地方公共団体への配慮項目がござ

います。この配慮項目には、地域活性化・公共投資臨時交付金と地域活性化・経済危

機対策臨時交付金の２種類が予定されております。この中の公共投資臨時交付金につ

きましては、要綱概要の提示等がなく事業、対象事業詳細までの検討は現在のところ

難しい現状となっております。一方、経済危機対策臨時交付金につきましては、大和

町への交付限度額は１億 5,985万 5,000円と示されておりまして、対象事業の例示等

も行われておるところでございます。 

  ご意見の保育所施設整備等につきましては、例示の中に保育園整備が記載されてお

りまして、さらに交付金制度のスキームは昨年の第２次補正の生活対策臨時交付金と

同様に検討しているとの説明から、保育所施設への充当は可能と思っております。こ

のことから、今回の補正におきましても、もみじケ丘保育所の設計工事の増築経費を

措置しておるところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 鶉橋浩之君。 

 

１１ 番 （鶉橋浩之君） 

 今回もみじケ丘保育所の増築事業、これを予算計上したと。５月の29日の国会成立

で、きょう６月９日ですから早速の提案、これは待機児童解消に早速に取り組み、こ

れは大いに評価を申し上げたいと思います。 

 で、もみじケ丘の方はそれだけでいいんでしょうけれども、大和町保育所は16名の

待機状態というようなことで、この部分が問題が残っているんだろうと思います。

で、質問にはですね、08年度の２次補正もここに通告してございます。なぜこれを前

回に引き続き載せたかといいますと、どうも隣の富谷ですか、これを使って今度は明

石台に90人規模の認可保育所を今進行中だと。しかも、東向陽台ですか、ここに町立

保育所があるんなそうですけれども、これが老朽化が激しいというようなことで、い

ずれ東向陽台も明石台に統合した形で認可保育所の形で運営をするというようなこと

で 200人規模で計画を進めてる。その対象が２次補正だというふうに伺ってございま

す。 

前にも申し上げたんですが、この認可保育所、何ていいますか、私立私営というよう

な、考える人もあるようですけれども、これは国、施設整備には公費が入ります。運



 41 

営費についても公費が入りますから、私にすれば公の立で両方の運営というふうにと

らえているわけなんです。そういった動きがあって、 1,000億規模だったんですが、

まだ県では枠がまだまだあるんだというようなことも伺ったんで、この対応は考えな

かったのかというようなことでございます。 

  で、これも５月29日の河北には、大衡村のいわゆる幼保施設を取り組んだ団地構想

等々も掲載されたわけなんですが、ああいうふうになってきますと本当に定住化とい

う意味で本町おくれをとってしまうんではないかなというような思いもいたしまし

た。そういった観点からどのようにお考えか、再度お伺いをしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 補助、補正等々今出てきておりまして、先ほど申しましたけれども、これからいろ

んな詳細が出てくるんだというふうに思っております。町として、まず取り組めるこ

と、取り組まなければならないこと、早急にできることということで、まず、もみじ

ケ丘保育所につきまして増築をし、待機児童の解消を図ろうというふうに考えており

ます。もみじケ丘保育所の敷地等々考えた場合に、今回後ほどご提案させていただき

ますが、その増設といいますかね、そういったものが子どもが遊ぶ場所等も考えた場

合、そのぐらいの大きさなのかなと。その結果、待機児童がまず減ってくるというこ

とでございまして、そのことに対応しました。 

  大和町保育所のこともございますけれども、大和町保育所につきましては、前々か

らお話し申し上げておりますが、建物の敷地内の敷地全体の大きさの問題や老朽化

等々もあるわけでございまして、あそこに増築等々が可能なのかどうかという部分に

ついては、いろいろと検討する必要があるということで、そのことについても早急な

る対応は必要というふうに考えております。 

  ただ、今回のものについては、もみじケ丘をまず提案をさせていただいております

が、大和町保育所につきましても、できるだけ早くですね、今後の対応を明確にし、

そしてそのことによってしっかり、しっかりといいますか、できるだけ皆さんお待た

せしないような形の中で対応を図ってまいりたいというふうに考えております。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 鶉橋浩之君。 

 

１１ 番 （鶉橋浩之君） 

  08年度の２次補正の子育て支援臨時特例交付金の関係、これまだ枠があるっていう

ふうに伺ってたわけで、これは認可保育所だけ、のみが対象でないとか、しかも認可

保育所、いわゆる整備するに当たって国が２分の１補助だったものを３分の２に上が

る、町が４分の１補助すべきところを12分の１で済むというような、そういった手厚

い特例交付金だったんですが、これらについての考えは全然ないというふうに受けと

めてよろしい……。まあもみじケ丘については、そういう考え方でいいんだと思いま

すが、こちらの中心市街地の方、町立保育所があのとおりの状況、しかも16名の待機

状況、新たな団地が売り出しに入ってるというふうに考えてみますと、やはり大和町

でも認可保育所一つぐらいは必要ではないのかなというような思いをいたしてござい

ます。そういう意味から町長の考え方伺って、この件を終わりたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 今、保育所全体の数からいえば、どういう形態がいいかは別としまして待機児童も

おる中、少ないんだろうというふうに認識はしております。ですから、今後そういっ

たものの対策はしていかなければいけないと思っております。 

  なお、その補助率の変更、変更といいますか、等について、済みません、私まだ確

認をしておらんもんですから、早速確認をしてみたいというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 鶉橋浩之君。 

 

１１ 番 （鶉橋浩之君） 

 一つ、これはある法人から聞いた話しなんですが、08年度の２次補正がまだまだ枠

があるというようなことで、こんなに手厚い政策がなかったんではないのかなという
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ような思いから申し上げたんで、ひとつ調査をしていただきたいなというふうに思い

ます。 

  以上で２件目終わりなんですが、続けて議長、よろしいですか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 途中でありますが、多分中途半端になるかと思いますので、ここで休憩します。

（「はい」の声あり） 

 暫時休憩します。再開は午後１時とします。 

 

    午前１１時５７分  休 憩 

    午後 ０時５８分  再 開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 少し早いんですが、再開します。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 11番鶉橋浩之君。 

   

１１ 番 （鶉橋浩之君） 

 それでは、通告した３件目の質問をいたしたいと思います。水道事業の課題からと

しまして、これはまず通告した要旨を朗読して質問にかえたいと思います。 

 広大な町土を抱える本町の水道事業は、管渠延長が長く、漏水事故対策、老朽管へ

の対応に加え、受水費問題、これは特に大崎広水の留保水量の問題でございます。こ

れは高コストの簡易水道を抱える、非常に課題が大きいわけでございます。一方、会

計は地方公営企業法適用会計の中でございますから大変な状況になっているんだと思

いますけれども、やはり一番の課題は一般家庭の水道料、これ現状を維持できるのか

というようなことでございます。さらに、大崎広域水道とのいわゆる受水費、責任水

量をめぐる経緯についてお伺いをしたいと思います。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

 それでは、水道事業会計に関するご質問でございます。上水道・簡易水道を合わせ

た本町の給水人口につきましては、平成21年の３月現在で、３月末現在で２万 2,996

人、給水戸数では 8,093戸、給水普及率は93.2％となっております。給水戸数につき

ましては、前年比で 347戸の増加となっておりますが、給水量につきましては、ほぼ

横ばいでございまして、給水収益も微増で推移している状況にございます。 

  収益的収支につきましては、昨年に引き続き黒字見込みとなっていますが、営業外

収益でございます一般会計補助金、開発負担金などが大きな要因となってるものであ

り、今後特に開発負担金の大幅な減少が見込まれますことから、経営収支は大変厳し

いものと予測しております。 

  特に、本町の水道事業につきましては、都市部に比較しまして、給水区域が広範囲

で給水人口が少ないことから、配水管等の施設整備に係る投資効率が低いこと、さら

には先ほどお話ししましたけれども、大崎広域水道事業からの受水費が経常経費に大

きく影響する経営状態となっておりますことから、工場用、業務用、業務営業用の将

来水量の確保に伴う料金の確保、単価確保が課題となっております。 

  平成19年度におけます本町水道事業の給水原価につきましては、１トン当たり 329

円、うち受水費が１トン当たり 195円、料金収入の平均であります供給単価が 234円

と１トン当たり95円の経費超過となっておりますが、一般会計からの高料金対策補助

金や簡易水道負担金等の繰り出し措置、また開発負担金の収入等により経営収支を維

持している状況にございます。 

  水道料金は、投資的経費のほかに受水費に係る経費、配水池や送配水管の維持修

繕、減価償却、その他管理運営費等から給水原価を算定いたしまして、その額に安定

的な経営が継続できる留保財源を確保した金額を基本に、使用形態や水量に応じた料

金制度を定めることとされています。 

  今後、収益面におきましては、東京エレクトロンやパナソニックＥＶエナジー等の

企業立地、さらには関連企業の立地や従業員の定住などにより波及効果としての水需

要の増加を期待する状況となっておりますが、本町水道事業も創設から40年となりま

して施設の更新や配水管の老朽化対策、漏水対策、耐震化対策の充実が重要となって

おりますことから、なお一層事務事業の効率化と計画的な施設管理に努めるとともに

本町水道事業の特性に合った料金体系の見直しなどにより負担の適正化を図り、公営

企業としての経営基盤の安定に努めていかなければならないものと、このように考え
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ております。 

  次に、大崎広域水道からの受水基本水量（日２万 3,500トン）についてでございま

すが、平成３年３月の大崎広域水道の需給水量に関する覚書の締結によりまして、北

部工業団地関連により１日 8,000トンが３期15年間、平成17年度まで継続留保されて

まいりましたが、県の一般会計の負担となってきたこともあり、平成13年継続時の確

認事項どおり、平成18年４月の大崎広域水道における大和町にかかわる基本水量に関

する覚書の締結によりまして、留保期限が設定されたものでございます。期限が５カ

年延長されたものの平成27年までの10年間で、県負担の留保水量が段階的に１日 800

トン、毎年 800トンですが、に解消されるものでございます。基本水量は基本料金の

算定基礎となっていますことから平成18年度から毎年基本料金が増加し、受水費負担

がふえている状況となっているものでございます。 

  また、大崎広域水道からの責任水量についてでありますが、責任水量は契約水量１

日最大給水量の80％と規定されておりますことから、本町の平成21年度の契約水量１

日１万 900トンの８割・ 8,720トンが責任水量となっておるところでございます。本

町の１日平均給水量は平成20年度で 7,655トンとなっておりますことから、使用料金

は責任水量により負担している現状となっております。 

  現在、平成22年度の受水料金の改定に向けた検討が行われておりますが、できるだ

け料金負担の軽減が図られるよう関係市町村とともに県企業局に要望を行っている状

況となっております。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 鶉橋浩之君。 

   

１１ 番 （鶉橋浩之君） 

 まず、今の回答、回答いただいたわけなんですが、まずこの受水費にかかわる問題

なんですが、大崎広域水道からのいわゆる契約になるわけなんですが、これ平成18年

からでしたっけか。解除に、毎年 800トンずつ解除、10年間で１億 1,000万ですか、

したがって、単年度で 1,100万ずつ増加していくと、いわゆる負担がふえていくと。

これは水を使う料金があるなしにかかわらず負担をしていくというようなことで非常

に財政を圧迫しているわけなんですが、これは17年度までは県でも一般会計の負担と

なってきたというようなことなんですが、そうしますと18年の４月の覚書というのが
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非常にここで一つの節目だったわけなんですが、考えてみますと、これ県でも広域水

道、企業局の管轄ですから、県でもやはりこれは企業会計でやむを得ない部分があっ

てこうしたんだと思いますけれども、この、何ていいますか、受水基本水量２万 3,5

00トン、これを定めたいわゆる経緯っていいますか、これは当時のいろんな事業を起

こす際にできた問題だと思いますが、ぜひこの２万 3,500トンについて、どういう経

緯でこう定められたものか、まずお伺いをしたいと思いますけれども、簡単にひとつ

お願いしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 この２万 3,500トンにつきましては、大崎広水っていいますか、あちらのダム等準

備するに当たりましてそれぞれの町村でどれだけの水量が必要であるか、そういった

ものをまず検討がされたというふうに伺っております。その当時北部工業団地がまだ

できておりませんでしたが、構想はもちろんあったわけでございますが、北部工業団

地に対する考え方が大きな部分あったんではないかというふうに思います。現在、北

部工業団地には多くの企業さんが張りついておるわけでございますが、この建設当時

の工業形態等々を考えた場合に、その工業団地で、もちろん大和町の住民もそうです

が、使う量について検討がなされ、その中で水が非常に大切だということから、この

２万 3,500トン、北部工業団地に十分見合う量の確保ということで計画、町で計画を

し、県の方に申し入れて、それでダムの中の計画に盛り込まれたというふうに聞いて

おります。 

  そういった中でスタートしてるところでございますが、その後北部工業団地、いろ

いろ工場の進展の前に造成等につきましては時間かかった部分がございました。そう

いったことがあったわけでございますので、その間につきまして工業団地の団地形態

はできても企業が張りつく状況ではなかったわけですから、その間について県の方で 

留保を、第１次留保をしてもらったというふうに聞いております。 

 一番最初は１万 1,500トン１日分を留保してもらったおったところでございますが、 

平成３年度に見直しがございまして、その都度その都度見直しはあったわけでござい

ますが、お願いをして、留保を継続、３年度に 8,000トンに変更になっております。
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この段階ではある程度企業さんも進出されてこられた、張りつきもあったという状

況、で減量、減量といいますか、がございました。それで、３年から17年度までの

間、これも見直しのたびにいろいろ県の方では留保を解除というお話がずうっとあっ

たわけでございますが、お願いをしてその 8,000トンを継続してもらいました。17年

ですか、18年の覚書締結の段階では、これはもうこれ以上留保は難しい、難しいとい 

うよりも、企業さんの張りつきがある中で、県での留保は維持に非常に負担が大きい

ということで10年間、10年間ですね、の間で 8,000トンを均等に解除していくという

形の覚書を最終的に県と結んだところでございます。そういう経緯でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 鶉橋浩之君。 

   

１１ 番 （鶉橋浩之君） 

 そういった経緯があって解除されて３年目、４年目に入るわけなんですが、町長先

ほどの答弁の中で、この受水料金の改定の検討が行われているというふうに答弁なさ

ったわけなんですが、そうすると、これはいわゆる留保水量の解除と見合って大崎広

水がいわゆる受水料金、できるだけ安くするような検討が、検討といいますか、協議

といいますか、それがされていると理解してよろしいのかどうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 はい、そのようにご理解いただいて結構でございます。 

  受水量につきましては、基本料金プラス使用料金ということで受水料金になってお

りますが、基本料金につきましては、基本水量×単価×12カ月分、使用料金につきま

しては責任水量×単価ということでございます。単価の見直しといいますか、それを

その都度の経営状況を見ながらやってるところでございます。今回22年度の改定に向

けて協議がなされておりますが、まだ確定ではございませんが、全体で８％程度低減

が見込まれるんではないかというような、まあ確定ではございませんが、今そういう

中で見直しを進めておるところでございます。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 鶉橋浩之君。 

   

１１ 番 （鶉橋浩之君） 

 そうすると受水費は多少軽減されるというような部分があるんだと思いますが、実

はこれもことしの５月31日の新聞記事なんですが、総務省の方針として「地方公営企

業の会計基準大幅に見直し」という記事がありました。これは今までですといわゆる

資産の部の資本に入れていた借入資本金を負債に計上しなければならないというよう

なことで、そうしますと大和町の場合、本年度の期首で借入資本金14億 3,800万ほど

あった、経理において赤字額の大幅計上というふうにならざるを得ないのかなという

ふうに思いますし、それから先ほどの町長の答弁の中で、これからの見通しの中で開

発負担金が見込めないと。現状では給水原価 329円、これトン当たりですけれども、

原価が 329円を 234円、いわゆる95円、経費を何らかの形で捻出、カバーをしながら

給水をしているというような水道事業会計の状況にあるわけですよね。で、これは地

方公営企業法会計ですから独立採算というのが原則になってくるわけなんですが、現

状高料金対策なり、いわゆる資本費の部分で一般会計からの繰り入れ等々で何とか帳

じりを合わせているという現状にあるんだと思います。で、恐らく先ほどの答弁の中

でも、このままでは会計が維持できないというような状況にあるという説明でござい

ました。で、答弁の中でですね、業務の効率化と計画的な施設管理に努めるとともに

ですね、本町水道事業の特性に合った料金体系の見直しなどにより負担の適正化を図

りたいというふうな答弁でございました。 

  で、この水道料金についてなんですが、県内でも一般家庭の水道料金については、

県内でも高い方の部類に大和町位置しているわけなんで、恐らく一般家庭のですね、

水道料金を値上げするというのは、特にこの時期不可能だと思うんです。そういった

状況の中で答弁にあった料金体系の見直しというのは、ちょっとこれ具体的にどうい

うふうに理解すればいいのか、ひとつ再度ご説明をいただきたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 議員お話のとおり、これからの水道事業運営につきましては、非常に厳しいものが
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出てまいります。そういった負担金もふえてくる、開発負担金は減ってくるという状

況、試算をしましてもなかなか厳しい状況になってくるところでございまして、その

中で健全経営といいますか、目指していくためには、料金の見直しにも一歩踏み込む

部分も必要であると。受水量等の算定下げてもらうということもあるわけでございま

すが、今の水道料金の料金設定といいますか、それぞれいろんなやり方があるようで

ございまして、逓増主義っていいますかね、そういうのとか、超過料金の均一主義と

かいろいろあるようでございます。今議員お話のとおり、大和町の場合は、一般家庭

の場合は、大体県内で９番目ぐらいの料金になってるところでございます。それに比

しまして大量にといいますか、使ってる部分につきましては、かなり安いといいます

か、というところがございますので、そういった部分では皆さんに平等な形の見方と

いいますか、あり方、そういったものが必要ではないかというふうに思ってるところ

でございます。どっかで調整は必要なんですが、平均的に皆さんが同じようなご負担

をいただける、もちろん一般家庭の方々は、もう高くなってるわけですから、高いわ

けでございますから触ることがない、できるだけ触らないような形で、言ってみれ

ば、大口の方々にご協力いただくような考え方が一つではないかというふうに思って

おります。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 鶉橋浩之君。 

   

１１ 番 （鶉橋浩之君） 

 そうすると、一般家庭の料金については、県内でも高い方だと。ただ、大口の、口

径が大口の水道料金については、かなり安い方の部類に属するというような現状にな

っている、それの整合性を図るといいますか、それを改善をするというようなことに

受けとめたわけなんですが、これはやっぱり県内のランクづけでも一般家庭は高い

方、大口使用業者っていいますか、それは安い方ということでは整合性がとれないと

思うんで、やはりその辺はきちっと整合性がとれるような料金体系というものが早く

打ち出して健全な経営にもっていくべきだというふうに私も思います。その料金改定

の、何ていいますか、何年度からそのような検討をされて、当然いろんな条例改正等

も伴ってくるんだと思いますけれども、その見通しとですね、それから本町ではいわ

ゆる高料金にならざるを得ない部分に簡易水道があるわけですよね。特に一時話題を
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呼んだ升沢三畑の三畑の簡易水道、あれは多額な資本を投入してやったわけなんで

す。どうなんでしょうかね、あれはかなり良質な水っていうような評判があるわけな

んですが、あの水をもう少し活用できないものかどうか。いわゆる水商売できないも

のかどうかっていうような部分を含めて、もし考え方があったらお聞かせをいただい

て終わりたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 まず、その見直しをいつからするのかということでございますが、見直しの作業に

つきましては、本年度中からスタートしたいというふうに考えております。実際お願

いするのは、どうなるかというのは、まだ先の話でございますけれども、そういった

検討にはしっかり入っていきたいというふうに思っております。 

 また簡易水道の利用でございますが、おっしゃるとおりいい、いい水といいます

か、の部分はあります。ただ、基準が変わってまいりまして、もう少し手直しをしな

ければならない簡易水道もございますので、一概にそこだけでそれを全部利用すると

いう状況には、まだなってないんではないかと。ルートとしてはつないではあるんで

すよね。あるんです。ただ、それをですね、常時、例えばほかに回してこっちを減ら

すという状況にはまだなってない、そこまでいってないというふうに考えております

ので、その量的なものもありますし、距離的な問題もございますし。 

 そういう状況でございまして、おっしゃるとおりいろんな形で水道を１カ所だめに

なったらこっちを回せるようにと今いろんなそういった準備はしておりまして、例え

ば量を使うとかという問題でなくて、どっか事故あった場合に、ここをストップなっ

てもこちらから回ってこれるとか、そういったループ化っていいますか、そういった

ものは今どんどん準備をして進めておるところでございます。そういったものを追々

いろんな形で量的なものにもですね、利用できるようになればよろしいのかと思いま

すが、もともとの量がそんなに大きなもんではないものですから、ほかをカバーして

こちらをストップして常時やるというところまでは、まだまだいってないんではない

かというふうに私個人としては思っております。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 鶉橋浩之君。 

   

１１ 番 （鶉橋浩之君） 

 いずれ簡易水道については、当時５億とも６億とも多額な資本を投じて、結局升沢

と嘉太神が移転対象になって、沢渡地区だけへの供給という、それだけ投じた資本が

大変もったいないんではないかという思いからのあれです。 

 一方、水酌み、盛んに県内から現地に入っておりますから、ぜひご検討いただけれ

ばと思います。以上で終わります。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 以上で、鶉橋浩之君の一般質問を終わります。 

 12番上田早夫君。 

 

１２ 番 （上田早夫君） 

 私は、通告どおり２題の件について一般質問させていただきたいと思います。 

 １番目は杜の丘公共用地の活用方法の検討を、ということです。通告では、杜の丘

の入居者が増加しているが、子どもたちの遊ぶ場所がないため自宅前の道路で遊んで

いる状況である。一方、広い公共用地が整備されずに未利用になっているので、地元

でも利活用の話し合いがなされているので、町の方針を問うということでございま

す。 

 この公共地、広い公共用地、もみじ、それから杜の丘の団地であれだけ広い公共用

地が残されてんの、あそこただ一つというくらいで、非常にこの活用の仕方というの

が今後のあの団地の発展、それから高齢化に向かう団地、それから杜の丘の子育ての

団地にとって非常に大切な場所の利活用だと思ってます。そのために再三角度を変え

てこの問題については一般質問させております。また、同じような質問かというふう

に受け取られてるかもわかりませんけれども、私はそういう意味でここの活用の仕方

があの団地を今後左右するんじゃないかと。北側の部分は、まだ販売がされてない場

所も相当ありますし、あそこに人口がふえると今の杜の丘の人口の３倍の人口になっ

ていく可能性があるわけですね。それだけの居住者がふえる団地にたえ得るだけの利

活用を今から図っていかないと失敗するんじゃないかと。不活性化してしまうんじゃ
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ないか、売れ残りがいっぱい出てくるんじゃないのかなというふうに私は大きい問題

としてとらえております。そういう意味でここの公共用地の活用方を、まず第１番目

にお聞きしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 それでは、ただいまの質問、上田議員のご質問、杜の丘の公共用地の利用、利活用

でございますけれども、この件につきましては、さきの３月定例会の一般質問でもご

同様にご質問いただきまして、第４次総合計画でコミュニティセンターを整備してい

くこととしており、あわせて広場整備を考えていきたいというふうに申し上げている

ところでございます。このコミュニティセンター建設につきましては、いろいろ方法

はあると思いますが、国の補助制度を導入し実施したいと考えておるところでござい

まして、その手法について今後検討を進めてまいりますが、議員がお話のとおり杜の

丘には若い世代が中心に転入者が増加し、子どもたちも増加しておりますことから、

子どもたちの遊ぶ場が必要となっていることも事実であります。このことから、現在

未利用地になっている、この公共用施設用地をコミュニティセンター建設までの期

間、子どもたちが遊べるよう暫定的に必要最少限ではございますが     の形で広場

整備をしていくことについて、検討していくことも必要ではないかと考えておるとこ

ろでございます。 

 この暫定的な広場整備に当たりましては、どこまで整備をするか、どれぐらいの費

用がかかるか、またはコミュニティセンターをつくっていくわけですから、二重投資

にならないか、後戻りにならないかなど、そういったことを検討してまいりたいと考

えておるところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 上田早夫君。 

 

１２ 番 （上田早夫君） 

 この問題については、先ほど言いましたけれども何回もいろいろ角度を変えてさせ
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ていただいてんですけど、きょうの答弁を聞いても何ら前進の跡がないというふうに

私は思ってます。国の補助制度導入し、実施したいと考えているところです。その手

法については、今後検討を進めてまいりたいと、これじゃ何にも以前の回答から進展

してない。私が何回も繰り返して質問すんのはここなんです。前回の答弁より前に進

んでんのか、具体化してんのか、細かいことの問題点、ここがあるから、この問題が

解決しないから中断してんのか、ストップしてんのか、ここが知りたいんです、私

は。でも、今回の答弁もやはり同じように補助制度を導入し、実施したいと考えてい

るところです。その手法については、今後も検討を進めていきます。これでは前回の

答弁から何ら進歩した、発展した答弁にはなってないなというふうに私は考えており

ます。それについては、いろいろあるんでしょうけども、その辺の問題点がどこに問

題点があんのか、その辺お知らせしていただきたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 進展がないというお話でございますが、手法についてはいろいろ検討していくとい

うことでございまして、今この広場の整備につきましては、そういう形でコミュニテ

ィセンターができるまでの期間、そういった形で整備をしていくことが必要であると

いうふうに考えてるというふうに申し上げました。 

 このことにつきましては、いろいろ懇談会やいろんな地域の方々とお話しする機会

もあった際にもいろいろご意見等々もいただいておりまして、地域の方々とどういっ

た形だったら、どういったことを望まれるのか、どういった形だったらこちらもでき

るのか、そういった話し合いも予定をしてるところでございます。広場につきまして

は、そういう形で進んでいるというふうに思っております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 上田早夫君。 

 

１２ 番 （上田早夫君） 

 なぜこれを何回も取り上げるかというと、地元の意見はもうばらばらなんですよ
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ね。もう町長もご存じだろうかと思いますし、町民懇談会あるいは町内会の話し合い

なんかでも全部ばらばらです。ましてや３丁目の中だけでもばらばらなのに１丁目、

２丁目、３丁目、杜の丘と四つの町内会がやったら本当に収拾がつかない。これを発

展させていけば収拾がつかない。 

 ですから、私が今考えてるのは、町がある程度のリーダーシップをとってですね、

一つのモデルケースをつくって、これはどういう、どうなんですかと。少なくともそ

のくらいやらないと、地元では高齢者を中心に考え、子育ての段階の人の言う考え方

と相当違ったギャップのある議論が出てきて収拾がつかないのが現状です。その辺に

ついて、町としてそういうリーダーシップとって一つの方向性     Ａ案、Ｂ案、Ｃ

案くらいのことを考えて、こういうのはどうなんだというような検討を町として考え

てんのか考えてないのか、この辺だけ教えていただきたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 町として案ということでございますけれども、それは、まず今申し上げてるのは、

その土地を、最終的なコミュニティセンターを利用するまでの間の間、どういうふう

に利用しようかと、その間まず第一ですね。そのことについて、そういったあそこ斜

めになったりしてるところもあるものですから、そういったものを直して子どもたち

が、まず建物を建てるまでの間遊べる場所というんですか、そういったものをやって

いくことが必要ではないかと考えておるところでございますと申し上げました。 

 そのことについて、地域の方々と話し合いをする、町としてはこのぐらい、こうい

った整備を考えております、どうでしょうかという提案、それはもちろんしたいと思

いますし、皆さん、ゼロのところからどうやったらいいでしょうかということではな

くてですね、やっぱりそういうたたき台というんですか、そういったものはあって、

まあそのとおりなるかどうかというのは別としまして町としての基本的な考え方、こ

うあったらいいんではないかという考えを持った中でお話し合いをするということ

は、そのことはその方がいいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 上田早夫君。 
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１２ 番 （上田早夫君） 

 それは団地全体の、例えば町内会なら町内会の方に町としてこういう今町長が言わ

れたような意見というものを出されてんのか、それとも一つの町内会とかやって、ほ

かは全然知らないという、どっちの状況なんですか、今。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 懇談会等でございますので、全体の中での話し合いというふうに我々は思ってま

す。地区、杜の丘さんとかそれだけではなくてですね、もみじケ丘さんも含めた中の

全体の中でのお話し合いというふうに考えております。お話し合いに参加する方につ

いては、区長さんとか代表者の方々になるかどうか、まだ決まっておりませんけれど

も、そういった形で、決して一区だけでなくて全体の中で考えておるところでござい

ます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 上田早夫君。 

 

１２ 番 （上田早夫君） 

 今町長の答弁であれなんですけれども、これが町内会単位で見ますとね、随分温度

差があってばらばらな意見がいっぱい出てるというのが現実なんですね。地元では。

ですから、もしそういうのがある、話し合いがあるんであれば、１丁目、２丁目、３

丁目、杜の丘の責任者っていうか、そういう人を集めてですね、同じ同一の意識レベ

ルになるような話し合いをしないと、あるいは説明をしないと、地元の意見というの

はこんなんなっちゃうんですよ。何が何だかわけがわからない、これが実に現在の状

況なんですけれども、その辺について、今後何か町としてそういう状況を、多分私の

説明で多分わかっていただけたと思うんですけれども、そういう中で町としてはそう

いう方策をとっていくという考えはあるんでしょうか、どうなんでしょうか。それと

も従来の方式で説明をしていこうとしてるのか。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 まずはですね、広場をですね、コミュニティとかつくるまでの間の期間、それまで

の間ですね、どういった使い方ができるかということが一つだと思っております。そ

れにつきましては、さっきも申しましたけれども子どもさんがふえてるとか、そうい

った状況がある中で、例えば駆けっこができるとかキャッチボールができるとかとい

うものになっていくんだというふうに思っておりますが、そういったところですので

     何ていいますか、そこでもかなり差が出てくるでしょうか。でしょうかって聞

くのは……（「出てきますね」の声あり）公園の使い方。あぁ。（「ですから、その

辺があれだけの……」の声あり） 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 上田早夫君、ちょっとお待ちください。町長答弁中ですから。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 そういうことであれば、その辺は当然ご意見を聞きながらやんなきゃないというふ

うに思っておりますが、一つの大きな目的というか、いった中ではさっきも言いまし

たけれども子どもさんたちが遊べる広場として第一義に考えたいというふうには思っ

ております。そのほかにあれだけの広いところでございますけれども、そういった形

でこういったこともああいったこともということが出てくるとすれば、それはすべて

ができるわけではございませんので、そういったことについてはお話し合いをして、

まあ言葉悪いかもしれませんけれども、後戻りとかなんないような形の整備というふ

うに考えておりますから、完全な整備というだけではなくて、あくまで暫定的にです

ね、地域の方々にご利用いただけるような形の考え方であるということを大前提にお

話をさせていただければというふうに思っておるところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 上田早夫君。 
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１２ 番 （上田早夫君） 

 今、町長の答弁を聞いて大体納得したんですけれども、それは町長が話されてるの

は町政懇談会とかそういうあれで話してんですか。例えば区長会の集まりとかなんと

かで話されてんのか、どういうところで話されてやってるのかというのは、余り無関

心というか関心のない区長もいるし、非常に関心のある区長もいるし、物すごくこっ

ちの地元で温度差があるもんですからね。その辺がやっぱりこういうもの、公共用地

の活用の仕方っていうのは、やっぱり温度差のないように地元に伝えていただきたい

というのが私の希望なんですけれども、その辺いかがでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 そういった話を今までした経緯の中では、常にすべての区長さんなりがそろってる

状況ではない状況もございます。当然区長会であったりそういったところの話し合い

の中で、区としてはこう考えてる、そういう考えがあるという話をいろいろお話しい

ただいた中で総合的な中で我々判断をしてるところでございますけれども、今後その

地域の方々にこの広場の使い方とかそういったものをご相談なり提案する場合には、

当然１区、２区ではなくてですね、全区の少なくとも区長さんなりそういった方々に

お集まりをいただく中で検討はしていかなければいけないというふうに考えておりま

す。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 上田早夫君。 

 

１２ 番 （上田早夫君） 

 この問題は私も何回か一般質問で取り上げたんですけれども、なかなか町としての

あれが具体的に感じとれなかったんで、きょうもこの問題取り上げました。そういう

面でご理解していただければと思います。今の町長の答弁で私は納得をいたしまし

た。 

 ２番目でございます。これは教育長の方にですけれども、学校マニフェスト実施後
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１年後の成果は、ということです。 

 去年の６月６日のマスコミで大和町小中学校で教育目標を数値で公表し、達成状況

を検証するマニフェストに関する記事が大きく紹介されました。そして、その成果を

その記事の中でも「成果が注目される」ということになりましたので、この記事で興

味を持った方は、どうなってるんだろうなというふうに思ってるだろうなという私の

推測のもとに、きょうの一般質問をさせていただいております。 

 その中で、これはその記事の内容ですけども、授業がわかって理解されて楽しい授

業だったという評価をする人が80％になるよう、２番目には国語・算数の学力テスト

で学年で75％以上の正解、いわゆる正解率が75％。３番目には年間読書数が20冊以上

の児童が80％になる。４番目に学校の、外部の学校評議員の評価を経て結果を保護者

に公表する、などが公表されております。 

 それで、マスコミでこれだけ大きく、半ページ、新聞の半ページを使ってこれが詳

しく説明されてましたので、これを読んだ方は非常に興味を持ったんではないのかな

というふうに思っております。ということで、この進捗度を教育長の方から教えてい

ただきたいというのが、この２番目の質問の要旨でございます。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 教育長堀籠美子さん。 

 

教 育 長        （堀籠美子君） 

 学校マニフェストについての質問にお答えします。 

 本町では、保護者や地域社会への説明責任として年度初め、ＰＴＡ総会や学校だよ

り等で学校経営、教育計画について説明しております。その中に今年度の重点努力事

項として保護者等が理解しやすいように具体的な取り組み内容を数値目標等を含めた

学校マニフェストを掲げております。議員がおっしゃるとおり、昨年その内容が新聞

に掲載されました。 

  まず、一つ目の「授業がわかり楽しい授業が80％、授業80％以上を目指す」は吉岡

小学校が掲げたマニフェストの一つですが、年度末84.4％の児童がわかりやすい、楽

しいと答えております。 

  二つ目の「国語・算数の学力テストで学年75％以上の正答率を出す」は吉田小学校

の目標ですが、国語は78.5％、算数は80.3％という結果になっております。 
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  次の、「年間読書数20冊以上の児童を80％以上にする」は落合小学校が掲げた内容

ですが、77％という結果になっています。残念ながら80％には届きませんが、19年度

は64％でしたので向上していると考えられます。 

  四つ目の「外部の学校評議員の評価を経て結果を保護者に公表する」ですが、すべ

ての学校において学校だより等で保護者に公表しております。 

 新聞に掲載された内容以外にも各校で多くの数値目標を掲げて取り組んでまいりま

したが、達成できなかったものもあります。これらにつきましては、学校評価等にお

きまして、その達成できなかった理由を明確にし、改善策を新年度のマニフェストに

生かしております。今年度もマニフェストは各校ともにＰＴＡ総会等で公表しており

ます。 

 外部評価の公表に関しても、文部科学省が平成20年の１月に示した学校評価ガイド

ラインに従って各校で自己評価、学校関係者評価を実施し、その結果を公表しており

ます。学校マニフェストに関しても、その学校評価の一部としてとらえております。

昨年度の学校マニフェストの数値目標に達しなかった項目も中にはありますが、各校

が掲げる教育目標に近づいていくため、その年度の児童生徒の実態を考慮して学校が

保護者に示す具体的な努力事項ととらえているところでございます。 

 以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 上田早夫君。 

 

１２ 番 （上田早夫君） 

 今教育長が答弁されましたけども、学校の保護者に具体的な努力目標として教育目

標に近づくために、達成するために通知してるということですけども、具体的にちょ

っと一例挙げていただけませんでしょうか。何でも結構でございます。具体的ってい

いましても、どの程度が具体的なのか人によって大分違いますんで。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 教育長堀籠美子さん。 

 

教 育 長        （堀籠美子君） 

 お答えいたします。 
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 例えば家庭学習を家で10分ということがございますが、この学校マニフェストに掲

げた数値、それから文章等の表現は、どうしても家庭との協力を得なければならない

部分もたくさんありまして、その中で、今挙げました家庭学習についての10分という

ことで各家庭に依頼してるところですが、学校によって取り組み方はさまざまです

が、いつも吉田小学校の例を挙げて恐縮ですが、やはり先生方は全体でお話した後、

それから学級でそれぞれの保護者と家庭訪問等について直接お会いしたときにお話し

て、また日々にその結果などの交換など、まあ家族の方にも評価・点検等、簡単なも

のですけれどもお願いしてるというふうにこちらでは報告をもらっております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 上田早夫君。 

 

１２ 番 （上田早夫君） 

 今のあれは私ちょっと、私、学校というのは学力をつけんのが第一番目の目標だと

思ったんで、ここの２番目の回答で国語・算数の学力テストで学年で75％以上の正解

率をと、いわゆる 100点満点で75点以上とるというのが最低目標としてマニフェスト

に掲げて、これに向かってんだろうなと思って、私今の質問をしたんですけども、私

の期待してた回答と別なところを教育長述べられたんで、ここの点について、ここで

なぜ国語・算数の学力テストで正解率75％を出すのが目標なのか、私ちょっと理解で

きないんですね。試験であれば、テストであれば 100％を出すのが教育だろうと思っ

てます。試験だったら 100点だろうと。目標はですね、結果はどうあろうと。これが

75％の正解率といったところにちょっと私疑問があったんで、その辺ちょっとお尋ね 

したいと。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 教育長堀籠美子さん。 

 

教 育 長        （堀籠美子君） 

 このマニフェストについて、数値目標を決めるに当たって各学校は、まず児童生徒

の実態から出発しております。ですから、その実態をわずかに上回る形でそれぞれ最

初に目標を設定しているところです。もちろん実際に当たるときは最高の一番いい状

況を目指してはいるんですけれども、やはりそこへいく過程というものを重視した評
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価を中心にしております。達成できない場合というのは、非常に取り組んでいる者、

子どもたちも先生方も非常にがっかりします。ですから、まず最初の段階、初年度で

ございましたので、本年度においては、子どもたちの実態から少し上回った形で設定

したところでございます。 

 ただ、その努力については、十分先生方は一人一人のお子さんへの対応は 100％の

努力を傾けたというふうに思っているところです。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 上田早夫君。 

 

１２ 番 （上田早夫君） 

 今の教育長の答弁聞きますと、私と教育長の「マニフェスト」っていう単語の理解

の仕方が違うのかなと思ってあれなんですが。 

  私は、マニフェストっていうのはイギリスで発生した言葉でございまして、ある目

標を達成するために目標を設定し、それをいつまでに達成するか、そのためにどうい

うことをせねばならないか、そしてそのためにかかる経費あるいは予算は幾らかかる

か、この四つの要素を満たして目標設定するのがマニフェストだと。イギリスでマニ

フェストをつくったとき、そういうあれで解説書には書いてありました。 

  で、私もまさにそのとおりだと思って理解してるわけなんですけども、私は、そし

てこの学力テストっていうのは 100点満点を取るように教育はするもんだろうなと。

現時点で実力が、現時点の実力が70点が、75％の正解率にするというのが教育長の答

弁だと思うんですけども、例えばですね。私は、マニフェストっていうのは現在70点

の点数を目標は、テストですから 100点なんです。そうすると第１年目には70点を73

点までやる、２年目で78点までやる、３年目で90点まで、４年目で 100点になるとい

うような目標があって、期間があって、そのあれを達成していく手順に対して、どの

ような手段をとっていくか。そしてそれを検証して、それが次の後年度にローリング

されていくというのがマニフェスト、イギリスで言ってるマニフェストだと私は理解

してるんですけども、今教育長の答弁ですと単年度で答えられてるんでね、ちょっと

その辺で私の理解の仕方と教育長の理解の仕方が違うのかなというふうに懸念を持っ

てます。で、もしこのまま国語・算数の学力として学年で平均で75％の正解率、これ

は単年度なんですね。マニフェストっていうのは、 100％達成するためのマニフェス
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トなんです。 

 これは、マニフェストっていう言葉自体は選挙用語なんです。私がこの選挙に当選

したら、私の任期の期間、４年間なら４年間の任期の期間に75点の実績のものを 100

点にするために１年目に何をする、２年目に何をする、３年目に何をする、４年目に

何をすると、こういうふうにやってやるのがイギリスで言われてるマニフェストなん

です。 

  で、教育長の説明ですと、それが単年度だけになりますんでね、私はちょっとその

国語・算数のあれが75％というような、あるいは吉田小学校で国語78点、算数は80と

いうような形で単年度でとらえてますけれども、これですと 100点にならないわけで

す。ですから、教育長のとらえ方と私のとらえ方違うのか、説明が単年度の説明だけ

で終わったのかわかりませんけども、その辺はどのように……。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 教育長堀籠美子さん。 

 

教 育 長        （堀籠美子君） 

 お答えいたします。 

 議員のおっしゃるとおりで、この大和町において校長会で理解を得て保護者の方と

協力して進めていくということで単年度の予定で立てております。 

 それから、やはりこれらのことを実行していくに当たっては、子どもたちの実態か

らどうしても出発するのが、このマニフェストをさらに進展させるというふうに考え

ているところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 上田早夫君。 

 

１２ 番 （上田早夫君） 

 そうしますと、単年度で考えて目標が達成、マニフェストっていうのは目標達成す

ることです。議会、選挙用語ですから 100％、私を信任してくれたら、私は 100％に

するという言葉なんですけども、単年度で目標を達成できなかったとき、また次年度

にそれの国語78.5％、78.5％まではいった。いわゆる80点まではいったと、平均でで
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すね。だけど、それで終わってしまうのか、それをローリングでこう回していって 1

00点まで計画をつくってあって、そこの前の段階だけでしてるのか、その辺のところ

をはっきりさせないと、これは継続性のあるものになっていかないわけですよね。そ

して 100点にならないということになるんではないのかなと懸念するんですけども、

いかがでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 教育長堀籠美子さん。 

 

教 育 長        （堀籠美子君） 

 議員のおっしゃるとおり、確かに 100点をということを意識してというところでは

なくて、やはりその年度、そしてそれを達成できない場合は、やはりその理由とか考

えて次年度にまたというふうな考え方で今進んでおります。ですから、議員がおっし

ゃったその 100％ということについては、もう一度考えていきたいというふうに思い

ます。 

  例えば、今回各学校から上がってきたので 100％を目指したのは吉岡小学校が交通

事故をゼロにするという、それでございます。全部の学校とも 100％を掲げたという

学校はございませんでしたので、そのことについて改めてまた話し合ってみないとい

けないと思ってます。 

  ただ、学校におけるマニフェストということで 100％という最高の目標を掲げては

いないということは、うちの、大和町でのマニフェストのとらえ方でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 上田早夫君。 

 

１２ 番 （上田早夫君） 

 教育長の理論と私の理論、なぜかみ合わないかっていうと、教育長は絶対値で話し

てんですね。私、相対値で話してるんです。絶対値でテストで全員が 100点とるなん

て、これはおよそできっこないんであって、目標、今70、平均点が70点のところを80

点までこの１年度で平均点を上げるんだ、これを 100点として見て何％の達成率か

と、そうしなかったらどんな目標つくっても達成できないわけですよね。すべて初年

度から 100点にしようたって、そんなの無理です。３年かかって 100点にしようたっ
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て無理です。ですから、一つ一つレベル、このレベル、75から80にいくのが 100なん

だよということです。ここからこの５ポイント上げんのが 100なんですよ。それが４

ポイントだったら80点ですよという相対値でやらないと、教育長の今使われた表現で

やっていくと、とてもこのマニフェストなんて絶対達成できなくなっちゃうし、こう

いう学校マニフェストってのは成立しなくなってしまうんではないのかなという私は

思うんですけど、その辺どうなんでしょう。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 教育長堀籠美子さん。 

 

教 育 長        （堀籠美子君） 

 達成できないと言われると確かにそうだなというふうに思いますが、先ほども言い

ましたように、学校によっては２点ですか、学校の満足度、パーセントを上げており

ますし、落合小学校においては図書が上げてなかったということで、最初に立てた数

値よりも高いパーセンテージを得れば、それは目標を達成したというふうに考えてお

ります。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 上田早夫君。 

 

１２ 番 （上田早夫君） 

 今年度もマニフェストはＰＴＡ総会とか各学校で公表しますということですけど

も、公表の仕方ですね。教育長はよく、それはその学校だけの数字、対前年と比較し

てこれだけアップしたよというだけの話なのか、大和町全体の話をすんのか、学校別

のものでも全部オープンにして公表するのか、その辺の手法はどういうふうに考えら

れてやろうとしてますか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 教育長堀籠美子さん。 

 

教 育 長        （堀籠美子君） 

 現段階では各学校ごとでやっております。去年度は全部そろいました段階で校長会
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の方には示したところです。町全体として前にも話しましたが、保護者等に、全体の

ものは出していませんが、各学校のものは保護者の方に示しているという状況です。

本年も校長会の方には全体のは出していく予定にしております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 上田早夫君。 

 

１２ 番 （上田早夫君） 

 公表して反応はどうなんでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 教育長堀籠美子さん。 

 

教 育 長        （堀籠美子君） 

 まだ校長会で全体には、全体のでございますね。全体のことについてですね。（「学

校別にしてますって言いましたね」の声あり）校長会には全体を公表したいと思ってお

ります。ただ、保護者の方には、もう既に４月の総会でなされてるところでございま

す。（「その評価はどうですか。反応です。評価と反応です」の声あり）はい。やはり

これは先生方もですけれども、数値が上がってる部分については非常に評価がしやすい

ということが上がっていますし、これもまた大変恐縮ですが、吉田においては、既に吉

田小学校はことしで５年目を迎えるところですが、非常に成果が上がっているというこ

とは、大和中の先生方が家庭訪問をした場合に非常に家庭の協力があって、家庭での生

活、それから学習等がよくできているということを聞いております。それはこのマニフ

ェストが非常に段階的に協力を得ながら行われてきていた成果じゃないかということを

大和中の方では評価しているところです。ほかの、大和中には鶴巣と落合と吉岡地区の

児童がいますけれども、特に吉田小においては、この成果が上がっているということ

を、家庭訪問して実感しているということを聞いております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 上田早夫君。 
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１２ 番 （上田早夫君） 

 ４月８日の朝日新聞に「学力調査結果公表を」ということで、埼玉県知事が埼玉県

の市町村長に手紙を送ったという記事が載ってます。今、私、教育にしたって何にし

ても、ある程度の競争原理っていうんですか、必要なんじゃないかなと。今、何か競

争っていうのはできるだけ避けよう避けようとしますけれども、例えば学校を卒業し

て就職試験を受ける、サラリーマンなって平社員から管理職になる、全部、評価ある

いは試験をパスしないとならないというケースが多いわけですね。公務員になるのも

公務員の試験を受けてパスしなければだめ。やっぱり世の中に出れば競争の原理って

いうのはある程度必要ですし、選別されていく生活があるわけですね。大阪府知事が

今それで論争やってますけども、そういう中で、今、私は、教育の現場において、で

きるだけそういう競争意識っていうのをなくそうという何か意識が強過ぎんじゃない

のかなっていう感じがするんですけど、その辺教育長はどのように考えてますでしょ

うか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 教育長堀籠美子さん。 

 

教 育 長        （堀籠美子君） 

 議員のおっしゃるとおり、それは内容によるのではないかというふうに押さえてま

す。教育の現場すべてが競争意識ではない場合もありますし、また例えばこういうマ

ニフェストを示したときに校長先生方が全体の数字を見て、自分の学校の読書量は少

ないとか、それから国語・算数の平均点がどうも低いなというような、そういうこと

については、いい結果というんでしょうか、数字が必要だろうというふうには思いま

すが、必ずしもすべてがそうというふうにはとらえてないところはございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 上田早夫君。 

 

１２ 番 （上田早夫君） 

 この学校マニフェストっていうのは、そういう面で非常にいいシステムだと私は思

ってます。手法だと思ってます。で、これをうまく活用するかしないかで相当違った

結果が出てくるような気は私はしてるんですけども、ぜひこういうことは継続してや
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って、やらないとだめですし、絶対値でやると非常に難しい面も出ますんで、相対値

というような形でとらえていって、それを何％上げるんだというような形でやってい

けば非常に教育現場で生きてくるんではないのかなというふうに思いますので、ぜひ

そうされるように私は希望すんですけども、教育長の考え、最後に聞かせてくださ

い。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 教育長堀籠美子さん。 

 

教 育 長        （堀籠美子君） 

 お答えいたします。 

 教育の世界で何かを始めるというとき、まず学習指導要領が10年でございますの

で、何かをした場合はやはり10年は必要だろうというふうに思って、これは継続して

いくことにしておりますので、今後ともご指導いただきたいなというふうに思いま

す。 

  なお、町内は二つの中学校になりまして、二つの中学校の結果というのは非常にわ

かりやすいんですね。それでいろいろなことが両方の中学校の切磋琢磨の意識として

なっているということ、まあ競争意識というのではなくて私たちは切磋琢磨というふ

うにいつもとらえているんですが、そのことに、そういう傾向になります。 

 例えば、今回試験を実は町全体の試験を受けたんですが、二つの中学校ですので片

方の点、全体が出たとしても、すぐどっちが幾らというのはすぐわかってしまう、そ

ういうことがありまして、切磋琢磨の機会が中学校ははっきり出てきてるなというふ

うに思ってます。以上です。（「終わります」の声あり） 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 以上で、上田早夫君の一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。休憩時間は10分間とします。 

 

    午後２時０６分  休 憩 

    午後２時１５分  再 開 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 再開します。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ３番伊藤 勝君。 

 

３  番 （伊藤 勝君） 

 私の方からは２件・４要旨ということで、まず１点目、障害者の方にやさしい行政

を。 

 平成20年度身体障害者手帳所持者 842人、療育手帳所持者 159人、精神障害者保健

福祉手帳所持者55人、計 1,056人と年々増加している状況にあり、言語障害や聴覚障

害者のために耳マークを役所のあらゆる受付窓口に提示しては。筆記で聞きたいこ

と、尋ねたいことを紙やノートに書いてお尋ねするということで、通告はしてません

が、目の不自由な方に活字文書読み上げ装置なども用意してはいかがか。 

 ２要旨目、新庁舎のあらゆるところに障害のある方に配慮を。駐車場、車いす、手

すり、オストメイトトイレ、ＡＥＤなど設置してはいかがかということでございま

す。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 まず、初めに耳マークの設置っていうんでしょうか、掲示というんでしょうか、つい

てでございますけれども、平成20年度におけます身体障害者手帳所持者の数はお話しあ

ったとおり 842人でございまして、平成15年度の 707人から 135人、19.1％の増加でご

ざいまして、このうち聴覚・平衡機能障害のある方は、平成20年度で84人と 

平成15年度の76人から８人の増加となっております。知的障害者につきましては、 159

人で平成15年度の 116人から43人、37.1％の増加、精神障害者保健福祉手帳所持者は55

人で平成15年度の38人から17人の増加となっております。それぞれにおいて、手帳所持

者は年々増加してる状況、増加してる傾向にございます。 

  議員ご質問の耳マークは、「耳が不自由です」という自己表示により、聞こえない

人の存在と立場を社会一般に認知してもらい、コミュニケーションの配慮などの理解
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を求めていくためのシンボルとして考案されたものでございます。利用方法といたし

ましては、公共施設の窓口などに耳マークを掲示することにより、聴覚障害者が来庁

の際にも筆談でのやり取りをするなどの配慮がなされるものでございます。 

  当町においては、保健福祉総合センター、保健福祉課でございますが、での窓口案

内に耳マークを掲示し、「耳の不自由な方は筆談いたしますのでお申し出ください」

という表示で対応いたしてるところでございます。今後、他の窓口にも掲示してまい

りたいと考えております。 

  次に、新庁舎の対応状況でございますけれども、設計に当たりましては「高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第３項の規定」に基づきまし

て、認定を受けております。この内容は、多数の方が利用する出入り口の幅や廊下等

に突出物がないこと、昇降機の構造、音声による情報、トイレの設備、敷地内の通路

や駐車場などが規定されております。 

 ご指摘のありました設備については、次のとおりでございます。 

 まず、駐車場の整備でございますが、多目的・身体障害者駐車場を６区画、高齢者

優先駐車場を８区画、さらにおもいやり駐車場として３区画を設置いたします。車い

すにつきましては、十分な通路幅を確保しております。90センチ以上ということでご

ざいまして確保しており、また扉は通過しやすくするため前後に水平部分を設置、ド

アは自動開閉としております。手すりは各トイレに設置しています。通路が斜面の場

合は手すりの必要が、設置の必要、手すりの設置が必要ですが、計画は平らになって

いるために通路には手すりは設置しておりません。オストメイトトイレ（人工肛門・

人工膀胱装着者対応トイレ）を含む多目的トイレを各階に設置いたします。ＡＥＤは

現庁舎には設置しておりませんが、新庁舎の開設にあわせ設置してまいります。この

ほか、視覚障害者対応としました点字ブロックによる誘導を図ってまいるということ

でございます。 

 なお、先ほど目の見えない方の音声の案内というんでしょうか、あれは何かかざす

と読むというようなもののお話しなんでしょうか。（「はい」の声あり）そういった

ことを意識されて……（「まあ、あと機械で触ってこう……」の声あり）すみませ

ん。それについては、まだちょっと設置しておらないところでございまして、どうい

ったものがあるか今後研究をして、必要性があるかどうかから検討しなければいけな

いというふうに思います。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 伊藤 勝君。 

 

３  番 （伊藤 勝君） 

 現在、65歳以上の高齢者は 5,015人ということで総人口の20.3％ということで、堀

籠議員さんもさっきおっしゃっていましたが、県のまとめの高齢者人口調査でござい

ます。 

  そういう中で中高年の難聴というのは、耳が聞こえが悪くなったと自覚するのが大

体50歳を過ぎたころからで、加齢に伴う聴力低下は両耳がほとんど同じように低下す

る。年齢に伴う聴力低下は老人性難聴と呼んで、原因は内耳の老化現象なので補聴

器、個人差はあるが、特に有効な治療はなく、難聴が進行してくると補聴器などが必

要になってくることからも、高齢者対策としても耳マークは必要だと思いますので、

あらゆるね、役所の受付窓口にね、提示していただければと思います。 

  また、県内の聴覚障害者は約 6,000人もいるそうです。この前新聞にね、裁判員制

度ということで、聴覚、障害者に対しての新聞に載りましたけれども、その中で 6,0

00人いるということでね。また、近くの町村で耳マークを提示しているところは富谷

町とか加美町でも提示しております。また、活字読み上げ装置は、大河原町などでも

設置しているようでございますので、こういう点でね、障害者にやさしいね、まちづ

くりをしていただきたいと思います。大和町の総合計画基本構想の中にもね、載って

いますけれども、障害者にやさしいまちづくりということでね、載ってますんでね、

ぜひお願いしたいと思います。 

  また、新庁舎にあわせて車いすの幅は当然ですけれども、二、三台ね、車いすを用

意していただいて車いすを持ってこなくてもね、庁舎に行けばあるというような対処

もしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 障害者の方々にやさしいといいますか、使いやすいっていうんですか、そういった

こと必要だと思っております。まあ、耳マークにつきましては、先ほど申しました
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が、今ひだまりの丘だけなんです。それでこれはちょっと広げていきたいと思います

が、このマークの意味もですね、意外に知られてないのかなという思いもありますの

でね、そういったことも必要なのかなと思います。 

 また、車いすでございますけれども、これは今の庁舎にも備えておるところでござ

いまして、同じように新庁舎の方にも準備をしたいというふうに思っております。 

（「はい、わかりました。じゃあ、続きまして……」の声あり） 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 伊藤 勝君。 

 

３  番 （伊藤 勝君） 

 続きまして、２要旨目。教育環境の整備を。安全安心な暮らしの実現に向けた対策

として、児童学校教育環境の向上を図るために学校等のトイレの洋式化を図るべきで

はないか。現在、住宅のトイレが洋式化し、和式トイレが使えない児童がふえている

ことから全小中学校に洋式トイレを設置してはということでございます。 

 ２要旨目、スクールニューデールは、国の今年度の補正予算に盛り込まれた施策で

あり、学校耐震化の推進、太陽光発電のパネルの設置のエコ化、省エネ改修、省エネ

の改修というのは二重サッシとか断熱等、また耐震化工事と別に単独で整備も可能と

なっております。校庭の芝生化、ビオトープとは多様な生物が生息する空間、環境教

育教材にもということで、ＩＣＴ環境の整備とは地上デジタルテレビ整備、電子黒板

整備、教育用コンピューター整備など教育環境を充実させると同時に経済の活性化が

ねらいであります。我が町では補助金や臨時交付金などを、どう取り込んでこういう

のに取り組むのかお聞きします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 それでは、教育環境の整備、学校のトイレの洋式化につきましてお答えをしたいと

思います。 

 家庭用のトイレの洋式化が進む中で、児童生徒の中には和式便器をなかなか使えな

かったり、我慢してしまう子ども、児童がいるかもしれないという認識を持ち、また
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児童生徒の中には学校での排便を嫌う思春期特有の心理も想定されることから、これ

までにおきましても和式と洋式の適度なバランスを考慮しながら整備したところでご

ざいまして、今、洋式化率は小学校の男子が52％、女子が24％、中学校男子が37％、

女子が31％となっておるところでございます。今後も児童生徒の意向を尊重し、洋式

化が必要であるならば段階的に準備をしていきたいと、整備をしていきたいと考えて

おります。 

  次に、スクールニューディール関係についてお答えいたします。 

 スクールニューディール政策につきましては、今回の経済危機対策の中の成長戦

略、未来への投資中、低炭素革命の中の項目とされたものでございます。内容として

は、議員もお話でございましたが、学校耐震化の早期推進、太陽光パネルを初めとし

たエコ改修、ＩＣＴ環境の整備等を一体的に実践するものとされております。 

 大和町としましては、学校の耐震化につきましては、既に終了いたしておりまし

て、学校ＩＣＴ環境整備に関する説明があり、その中でデジタルテレビ整備、受信用

アンテナを含むものでございますが、これと教員用のコンピューター整備と校内ＬＡ

Ｎについて検討を行っておるところでございます。これらの事業の財源構成につきま

しては、学校情報通信技術環境整備事業として国で 2,000億円の予算措置がされたと

の情報がありまして、その補助割合は２分の１となっておりますが、残りの２分の１

の財源について、二つの臨時交付金の活用と要綱整備通知のないものがあり、有効に

活用する方法を検討中でございます。 

 なお、電子黒板につきましては、学校に、各学校に１台導入済みでございますし、

ビオトープ等は周辺環境がビオトープ環境でございますので、現状では対象外という

予定をしているところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 伊藤 勝君。 

 

３  番 （伊藤 勝君） 

 トイレの件なんですけども、私たちはね、昭和生まれで、ここにいる人たちは全部

昭和生まれでお釣りの来るような便所を今まで使ってきたからあれなんですけれど

も、今の子どもたちというのは平成生まれですよね。そういう部分でぜひね、全部直

すような方向性でね、考えていただきたいと思います。 
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 大阪の泉大津市では、現在、国が計画しているスクールニューディールに先行して

ね、市内の公立小中学校にパソコンや電子黒板、太陽光発電パネル設置、校庭の芝生

化、施設の耐震化などを進めている。内外から注目を集めるとともに児童生徒からも

好評だということでね、既に小中学校11校に対してパソコン教室各40台と電子黒板各

校１台、活用が始まっている。特に電子黒板はパソコンと接続できるボードでパソコ

ンの画面をボードに映し出して直接タッチしたりして書き込みができる最新式の器械

ということで、総合学習時間などでパソコンや電子黒板を使い英語の学習を行って児

童たちにも大好評だということが載ってました。また、温暖化の防止や子どもの遊び

場として注目されている校庭の芝生化も先進的に取り組んでおり、現在小学校２校で

実行しているということで、芝生化はサッカーに限らず、子どもたちは芝生の上で遊

びたくて仕方がないようだ。維持管理は苦労も多いだろうが、教育的効果は高いはず

だと、この学校の先生は言っているようでございます。 

 また、デジタルテレビの整備ということで、今回対象というのが公立幼稚園、小学

校、中学校、高等学校、中等特別支援学校、公民館などが対象なっております。対象

台数は、現在、学校で教育活用されているすべてのテレビのデジタルテレビへの買い

かえ、クラス相当の新規購入も可能。公民館は各１台ということで、壁かけまたは専

用台で設置。転倒防止等の対応が必要ということで、デジタルテレビ50インチ以上の

設置方法は、電子黒板として使う考えも併用して考えるということで、専用台に据え

つけるか壁かけ方式か望ましい説明をしてきましたが、教室のスペースの関係で現場

から天つり方式設置したいという希望が強い場合は、天つり方式も可能とするという

ことでね、２年後には地上デジタル放送が切りかえになりますんで、この辺もこうい

う補助金がね、出ている間にやっていただければと思います。 

 学校のＩＣＴ環境の整備事業ということで、全国の補助希望総額が国の予算の総額

を下回った場合は、本件の補助金額については、査定は行いません。積極的に希望さ

れるものを申請するようお願いしますという通達が多分来てると思うんですけれども

ね、学校情報通信技術環境整備事業費補助金ということで事業総額が 4,081億円とい

うことで、あと地域活性化・経済危機対策臨時交付金が 1,996億円ということで、１

校当たりの平均事業費が今全国で３万 7,194校あって、それを割っていきますと１校

当たり 1,100万円になって、それを上回っても可能だということでね、こういう臨時

金や補助金が出るときにね、やっぱりやったらいいんじゃないかと思いますが、その

辺をお伺いします。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 まず、洋式トイレでございますが、先ほども申し上げましたが、大体 、大体って

いいますか、どの学校も洋式トイレはあるわけでございまして、すべてではないんで

すけれども切りかえております。今後、先ほども言いましたけれども、子どもたちが

もっと洋式トイレが欲しい、欲しいっていうんですか、あった方がいいというような

要望等々学校からあれば、そういった考えも持っていきたいと思いますが、一方で洋

式ではできない子もあるということなもんですから、要するに便座に座るという行為

について、嫌うといいますかね、そういった子もいるところでございますので、洋式

化はもちろん進めてまいりますけれども、これから学校の状況を聞きながらですね、

もう少し洋式の方が多ければいいというんであれば、そういった切りかえもしてい

く、そういった柔軟な対応をしていかなければいけないというふうに思っております

んで、よろしくお願いします。 

 それから、今回のスクールニューディール、大変教育環境ということに対しての大

きな事業でございます。いろいろお話しあったところでございますけれども、電子黒

板等につきましては、先ほど申しました大和町では、もう既にＳＡＣＯの予算で取り

入れておりまして各校に配布、配置されておるところでございます。 

 また、インターネット、失礼。コンピューター等につきましても、基準台数にはい

ってないところでございますけれども、子どもたちにも配布しており、今回は学校の

先生方が今まだ個人のコンピューターっていいますか、そういった形での使用もある

ところでございますので、そのことについて今度切りかえをして、資料の持ち出し

等々でいろいろ事故なんかもほかのところではあるところでもありますので、そうい

ったことがないようにするような整備をしたいというふうに思っておりますし、また

学校の先生方のコンピューターから、今度デジタルテレビ、50インチですか、これも

考えておるところでございますが、そういったものにつなげて、そして電子黒板的な

使い方もできるような整備の方法も今方法として、対応として考えておる途中ではご

ざいます。 

  予算的にそういった形で国の補助はあるわけでございますが、この財源につきまし

ては、２分の１がその学校情報通信の２分の１の補助、残りの２分の１は地域対策臨
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時交付金等使って結構ですということでございますが、こちらの臨時対策交付金につ

きましては、ほかの学校以外のものもですね、いろいろ使う、使えるものでございま

すので、その辺の配分というか、そういったことを考えてやっていかなければいけな

いというふうに思っております。２分１のを使って２分の１単費で出せば一番いいん

ですけれども、なかなかそれも厳しいところがございますので、その辺につきまして

は、全体の必要性、有効性、そういったものを考えながらやっていきたいというふう

に考えておるところでございますが、今回の学校につきましては、先ほど申し上げま

したとおりデジタルテレビの整備とか教員コンピューターの整備、ＬＡＮ、そういっ

たものを考えておるところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 伊藤 勝君。 

 

３  番 （伊藤 勝君） 

 じゃあ、よろしくお願いします。 

 私の方からは、これで終わります。ありがとうございました。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 以上で、伊藤 勝君の一般質問を終わります。 

 ５番堀籠英雄君。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

 それでは、私の方より通告しております２件・４要旨につきまして質問をいたした

いと思います。 

 まず、初めに小学校・保育所の校庭などを芝生化についてでございます。 

 ゆとり教育のもとで学ぶ子どもたち、学力低下の不安が叫ばれているが、体力の低

下は果して大丈夫なのであろうか。家の中で遊ぶことがふえた今日、子どもたちが自

由に体を動かし、体力を育む環境を整備しなければならないと思います。特に本県は

全国の小学５年生・中学２年生の体力運動能力調査でも、中学２年生の男子を除いて

全国平均を下回っております。中でも柔軟性、瞬発性を必要とする種目が多く下回っ

ている状況であります。 

 今、元気な笑い声で飛び交う学校の大草原、緑の校庭、いわゆる校庭の芝生化が全
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国的に進んできております。国からの補助制度もあり、特に都心部ではかなり進んで

いるようであります。本県でも美里町     旧小牛田町や仙台市の学校でも芝生化に

取り組んでおり、父兄や子どもたちより好評を得ているようであります。教育の面、

環境の面においても、大きなメリットがあります。子どもたちの体力の向上やけが防

止にも効果があります。だれでも土は痛いという印象がありますが、芝生の校庭で

は、はだしで駆け回ったり、少々転んだくらいではクッションの効果があるので、す

り傷、切り傷ができません。保健室へ来る子どもたちも減ったとの調査結果も出てお

ります。また、積極的に外遊びもするようになり、運動が機敏になり、運動能力の向

上と体力増強が大いに期待されます。また、芝生に身近に触れることにより芝生を通

じて地球温暖化のことやヒートアイランド現象のこと、植物との共存、虫などの生態

系など環境教育のテーマとしての題材にすることもできます。さらには、学校周辺へ

の環境改善もされます。校庭が雨で砂や土が流されたり、風で砂ぼこりが飛散するこ

とも緑化することで防止でき、多くの効果があります。 

 本町でも、これまでも学校給食センターの調理場に大和中学校の校庭の砂が飛んで

くる、また鶴巣ふれあいセンターのグラウンドの砂が雨で流れるということで質疑も

ありました。また、保育所の遊び場では水たまりができ、虫が発生することもありま

した。吉田でも先月23日、小学校の運動会があり出席しましたが、スタート・ゴール

地点の側が陥没してるところがあり、高低差が甚だしく、校庭の半分は風が吹くと砂

が飛んでいき、周辺に大変な迷惑をかけております。 

  子どもたちは21世紀を担う大切な宝であり、やがて世界を舞台にして活躍する人材

でもあります。その教育的見地から見ても、これは自然環境の大切さを教える身近な

教材にもなり、維持管理の苦労は子どもたちに協力させることによって、その一翼を

担っているという思いを共有させることになり、芝生を育てる大切さが身についてく

るものと考えます。そうした意味合いにおいても、校庭を初め保育所、公園など芝生

化を進めてはどうか、町長の所見を伺うものであります。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 小学校・保育所等の芝生化についてでございました。緑の芝生が健康保全や環境保



 77 

全を初め教育上によい効果があることはよく知られたところでありまして、芝生化に

よりまして、議員ご指摘の砂じんの飛散、土砂の流出、ぬかるみなどの問題が解決さ

れることもあると思います。国も補助金によりまして校庭の芝生化に取り組み、普及

を進めておりますが、余り進んでいないのが実態でございます。宮城県では、県内で

は小中学校合わせて10校で芝生化がされております。 

  芝生化が進まない原因といたしましては、土壌づくり、排水設備、自動散水設置の

工事費や芝刈り機械、消毒等の動力噴霧器、エアレーション等の機械が高額になるこ

とや芝刈り機、施肥、散水などの維持管理が大変であることなど、労力と経費の確保

が難しいということでございます。 

  町といたしましては、保育所・小学校の芝生化に取り組む条件としまして、当初の

工事費や設備投資のみならず、維持管理経費の軽減であり、さらに児童生徒による激

しい使用に耐えられる芝生が確保できるのか検証が必要になってくると考えておりま

す。 

 なお、公園につきましては、公園の利用計画に基づき芝生を植生して利用に供して

おるところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 堀籠英雄君。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

 今、ただいまご答弁をいただきましたが、全国のですね、小学校の数が２万 2,197

校あるわけでございますが、その中で芝生化されているのが 873校でですね、全体の

４％でございます。そして、小中高校を合わせますと約 1,500校で実施している状況

でございます。東北の公立の小学校、中学校でございますが、約 186校ほどあるわけ

でございますが、その中でですね、秋田県は小学校が62校、中学校が36校と98校にな

っているわけでございますが、宮城県は10校だけでございます。 

  この秋田県はですね、体力テストでもですね、こういった芝の上でですね、運動す

ることによって大分そういった身体能力、体力アップにもつながっているのではない

かなと思うんですが、その辺町長はどのように考えてるのか、もう一度お伺いしたい

と思います。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 芝生の校庭によって出る機会が多いということなんでしょうか、そういったものが

全くないわけではないというふうには思います。 

  ただ、何ていいますか、子どもたちが遊ぶ部分について、遊ぶっていいますか、校

庭でですね、遊ぶことによっての体力のつけ方、部活と違った形で自然の環境の中で

遊ぶということですから芝生も必要なんでしょうが、例えば常に学校に通う際に歩い

て通うとか、そういったことも必要なんではないかなという気はします。もちろん交

通事故とかそういった部分の心配も考えられるわけでございますが、生活の基本とし

てそういった本来ある、本来あるべきっつったらおかしいんですけれども、そういっ

たね、通って体力を自然とつくとかですね、そういったことの影響といいますか、そ

ういったことも最近余りないような感じもしますので、そういったことによって体力

が落ちてきてる部分なんかもあるんではないかなというふうに思いもしております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 堀籠英雄君。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

 やはりこの芝生にするということは、見ますと、やっぱり維持管理がね、非常に大

変だということが第一の難点だと思うわけでございますが、今ですね、鳥取方式とい

うものがございまして、６年前ですね、鳥取に在住のね、ニュージーランド人・ニー

ルスミスという人がいるわけでございますが、今ですね、１平方メートル、平米、平

米ですね、に４カ所、田植えのようにポットで植えました。そうしますと40日ぐらい

で一面がね、芝生化されました。これはまさに画期的な本当にすばらしいものだな

と、私聞いてきました。そしてですね、材料費も１平米当たり 100円ぐらいで済むそ

うでございます。こんなにね、安いあれもないような気もするんです。一般的な競技

場だと１平米当たり 2,000円から 3,000円ぐらいはかかるところもあると思います

が、今そういったね、方式もあるということもあるんですが、町長どのように考えま

すか。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 その鳥取方式というのは私もちょっと新聞記事等で読まさせてもらっております。

芝の種類違うんでしょうかね。１平米に四つでばっとふえるということ、これはすご

いなと思いますけれども、芝生えた後の管理とかですね、そういったことについての

いろいろ難しさは、これ鳥取だけではないと思うんですけれども、あるんではないか

と。 

 例えば公園管理をする場合ですね、公園の除草剤なり殺虫剤なり、そういったもの

の散布をいたします。そのときには、散布中ですという札を出しましてだれも入らな

いようにお知らせをする、場合によっては隣近所までご説明をする。また、あえて色

のついたものを散布しまして、ここにまいたというような報告もする。そういった中

で公社などは管理をしております。そして、その中でもそういったところでやった後

に、今度は例えば犬が散歩をするとか、そういったときに色がついたとかですね、そ

のことによって薬の心配ないのかと、そういった問い合わせもある状況にございま

す。そういったことも管理上いろいろ難しさが出てくるんだと思いまして、そういっ

た課題も当然出てくるんだろうなと。 

 この鳥取方式につきましても、その辺ちょっと具体的にわかりませんが、この鳥取

方式というのは確かに画期的で、そういった費用、最初の費用の部分についてはいい

んでしょうけれども、その辺の難しさ、難しさっていうか、薬の課題は当然出てくる

んだろうなということがあります。 

 あと、芝生の場合ですと、どうしても排水溝、排水ですね。土の、土壌の排水、こ

れがよくないと根腐れを起こすとかですね、そのことによって病気が発生するとか、

そういったこともございますので、どこでもそれがうまくいくかどうかという部分に

ついては、研究する必要があるんだろうなというふうに思います。 

 この鳥取方式、議員お話のとおり、そういった安価で、そして手入れを比較的簡単

にといいますかね、ということであるということは聞いておりますが、ちょっとこう

いうものについては、今後少しその後の管理とかそういったものについても研究をし

てみる、研究といいますか、勉強してみる価値はあるというふうには思います。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 堀籠英雄君。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

 私、大崎の議会の方に行ってちょっと代表質疑聞いてきたんですが、会派でね、鳥

取に行って調査してきたらしいんですが、これを大崎市長もですね、鹿島台のすくす

くセンターで、実験してみたいようなお話もされておったわけでございます。 

 確かにこれはね、本当に雑草も出ますけれども、それも構わないでどんどん刈って

いくような、そんな方式みたいです。だから、普通の公園だの平米当たり20円とか50

円とか、そんなに安いような単価でもやっているようです。ぜひですね、保育所の水

たまりなんかもいろいろ虫なんか出て、一時ね、そんなお話も出ましたので、そうい

ったところへのね、対策に使ってはどうか、もう一度だけお伺いしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 保育所の水たまりというお話でございますが、先ほど吉田も何か水たまりがあると

いうお話でございましたけれども、そういったものにつきましては、砂を入れるな

り、そういった形でまずやっておく必要があるんだろうなというふうに思います。そ

こにだけ芝を植えるというわけにもまいりませんし、そういった、この間確かに水た

まりになって蚊、蚊っていいますか、ボウフラといいますか、そういったものがあっ

たところでございますが、そういったものについては、まず早速砂等入れて水たまり

ができないような整地をするということが基本だというふうに思ってます。 

 この鳥取方式とかそういったものについて、先ほども申しましたけれども、こうい

った方法、どういった形でやっておられるのか、私もちょっとこの新聞の記事でしか

存じておりません。今後、先ほども言いましたけれども勉強してみたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 堀籠英雄君。 
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５  番 （堀籠英雄君） 

 ぜひね、検討してもらいたいと思います。 

 それでは、次に入りたいと思います。 

 ２件目の、七ツ森湖畔の湖畔公園の整備の充実とＰＲの強化についてを質問いたし

ます。 

 南川ダムには、毎年多くの老若男女が観光や買い物、写真撮影、絵描き、魚釣りな

どにバス、マイカー、バイク、自転車で訪れております。その中には子ども連れの家

族もよく目にいたします。南川ダムは仙台市から30分と本当に近場の湖畔公園なので

来やすいところでもあります。桜の花見、連休が終わると、少し夏休みまでの間は入

り客も減少してしまうので、年間通して観光客が訪れる観光地にするには、もう少し

設備の充実を図るべきと思います。四阿、ベンチはありますが、テニスコートはテニ

スブームも終わってしまい、使用されているのが見られない状態であります。観光客

に楽しい時間、思い出をつくってもらい、そしてもう一度来てもらえるよう点検すべ

きと思うんで、次の３要旨についてお伺いをいたします。 

 １要旨目の、せっかく子ども連れで来ても芝生の上で寝そべって遊んだり、アスフ

ァルトの上で遊ぶにしても遊具を持って来なかったときなど、子どもはあきてしま

い、花野果でソフトクリーム買って帰ってしまうことも大分あるようでございます。

親子を引きとめておくには、子どもの遊具が必要と思われますので、湖畔公園に一つ

もないようですので、自動車のタイヤを利用してつくったものや、ジャングルジムあ

るいは湖畔公園なので水鳥をイメージし、白鳥やアヒルといった乗り物などの遊具の

設置を望む声もあり、設置の考えはどうか、お伺いをしたいと思います。 

 それから、２要旨目、若者などからエレキギターやドラム、トランペットなど楽器

の演奏ができる野外ステージを設置してほしいとの声がございます。また、毎年４月

に行っている「七ツ森湖畔公園花まつり」も、ことしで10回目を迎え、約 3,800人が

訪れました。しかし、イベントはこの花まつりだけであります。町内には民謡を習っ

ている人たちが発表の場を探しており、民謡発表会や大会などの新たなイベントを進

めるためにも野外ステージを設置してはどうか、伺いをするものであります。 

  それから、３要旨目の、全国お立ち酒大会を本町で開催してからことしで23回目と

なり、全国にも知れ渡っていると思います。難波はお立ち酒の発祥の地でもありま

す。全国お立ち酒大会をより多くの人に知っていただく、さらには大和町をＰＲする

意味において、湖畔公園の一角に音で紹介するお立ち酒の石碑を建立してはどうか。 
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  以上、３要旨についてお伺いをするものであります。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 それでは、七ツ森湖畔公園の設備の充実とＰＲの強化についてでございますが、七

ツ森周辺には平成20年１月から12月までの１年間に約30万人の行楽客がおいでになり

まして、前年比約２％・ 6,000人が増加しておりまして、ここ数年30万人近くの方々

に訪れていただいております。去る４月29日に開催いたしました「七ツ森湖畔公園花

まつり」におきましても、約 3,800人のお客様がお見えになり、南川湖畔生産物直売

所「花野果ひろば」の１日当たりの売り上げも過去最高を記録した次第でございま

す。 

 おいでになるお客様でございますけれども、地元はもちろんでありますが、仙台市

や富谷町周辺の方が多い状況で、季節によって違いはありますが、全体的には自然散

策等を目的とした比較的年配の方が多いように見受けられます。行楽客の約７割が

「花野果ひろば」、「立輪水辺公園」、「ダム資料館」、「蛇石せせらぎ公園」とな

っております。 

 要旨の１の子どもの遊具を設置しては、とのことでございますけれども、子どもの

遊具としましては四十八滝運動公園にブランコ２基が設置されております。児童遊園

のような形態を有してないことから遊具の設置義務はないところでございますけれど

も、安全が確保できて集客に結びつく必要があれば考えてまいりたいというふうに思

います。 

 次に、要旨２番目の野外ステージを設置してはどうかとのご質問でありましたが、

「七ツ森湖畔公園花まつり」につきましては、地元建設会社の方にお願いをいたしま

して臨時の特設ステージにより開催をいたしました。ステージは１日ででき上がる18

平方メートル程度で、客席として利用した芝生とマッチングし、音響設備も１時間程

度で設置できるコンパクトなものでしたが、全体的には場所の雰囲気になじんで十分

対応できたのではないかというふうに思っております。また、マイクの音は立輪水辺

公園からダム資料館にも聞こえたとのことでありまして、まあ風向きにもよるところ

でございますけれども、周辺にもよく響く音域かと認識しております。周辺からは音

楽などに誘われて会場に見えた方もおられたと聞いております。 
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 野外ステージの設置につきましては、若者たちの楽器演奏や民謡などにも対応でき

る一般的なものと想定いたしますが、演奏される音が付近住民の方や観光等でおいで

になった方などに配慮したものになっているのか。また、設置いたすことによる集客

力がどのようなものなのかなど、環境や景観を初めとするさまざまなことを勘案いた

しますと、改めて設置は、現状のところ、現状どおりの対応でよろしいのではないか

というふうにも考えております。 

 次に、要旨３のお立ち酒をＰＲするための音で紹介する石碑を建立しては、との質

問でございますが、全国にもそのような事例があることは認識しております。ＰＲ方

法、手法としましては、まことに意を得たものと考えますが、主として名の知れた観

光地に多いようでありまして、観光がメーンで、あわせて音で紹介する石碑が附属的

に建立されている状況ではないかというふうに思います。 

 このようなことから、将来の周辺整備が生じた場合に集客を図る目的での設置は考

慮すべきと思いますが、現時点は、まだその段階ではないというふうに考えておると

ころでございます。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 堀籠英雄君。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

 この遊具ですが、通告ではですね、１基もないと通告したわけでございますが、い

ろいろ調査してみますとテニスコートのわきにですね、２基ほどございました。あそ

こはですね、グラウンドゴルフのお年寄りの方や若い人たちが主に行くところで、な

かなか子ども連れの人たちは余り私も見たことがないので、ちょっと見失ってしまっ

たので、改めてダム周辺を調査をいたしました。現在ブランコ２基ということでござ

いますが、私はですね、いろんな人たちからですね、あそこにやっぱり子どもたちの

遊ぶね、遊具ね、あってもいいんじゃないのっていう本当にお話し聞きます。とにか

く親がですね、目を離しても子どもがけがをしなければそれでいいのかなと思うんで

すが、そういった遊具も大分あると思います。そういった遊具の設置などを、町長は

どのように考えてっか、その辺まず初めにお伺いをしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

 先ほどもお話したところでございますけれども、あそこに来る目的が基本的にそう

いった遊園地に来るのとはまた違う目的はあると思いますが、子どもさんですので、

そういった遊びたい部分も出てくることも考えられると思います。ああいう広いとこ

ろでございますし、管理といいますかね、安全の部分で、その辺がしっかりできる場

所、そういった安全が確保できること、そしてそのことがお客さん呼ぶことに、呼

ぶ、集客に結びつく必要性があるとすれば、そのことは考えてまいりたいというふう

に思います。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

 ぜひですね、望んでる人たちも大分おるようでございますので、ぜひとも検討して

もらいたいと思います。そしてですね、あそこでバードウォッチングをしたりです

ね、あといろんなリース的なね、乗り物なんかもあると思いますので、ぜひね、検討

してはどうかなと思いますけれども、もし答弁がありましたらお願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 すみません。ちょっとご質問、バードウォッチングっていうのは鳥を見にくるやつ

ですね。自然の鳥を。もう一つ技術的な……（「ダムにいるカモとか何かも調査…

…」の声あり）あっ、調査。はぁ。町として調査という……（発言者あり）バードウ

ォッチング、よくお好きな方がですね、来て、見て、こういうのがいるという自然を

楽しまれる、これをあそこでやるということはやぶさかでないと思いますし、そのこ

とは別に規制をするわけでも何でもございませんので、大変結構なことだと思いま

す。 

 ただ、町の方で何がいるかを調査するという意味なんでしょうか。（「望遠鏡？」

「バードウォッチングできる箇所」の声あり）あぁ箇所。箇所っていいますか、例え

ば白鳥が来る場所とかですね、えづけしてるとかっていうんであれば、その場所とい

うことはあれなんでしょうけれども、バードウォッチングっていった場合には、一般

的には１カ所見るんでなくて人間がいろいろ回ってもらって見るというふうなイメー
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ジがあるんですけれども、加瀬沼でなくて何だ、あっちの方に場所を決めてですね、

そこで写真をとるとかそういったところはあるようでございますが、南川ダムの場合

は、ちょっと今のところここにいっぱい鳥が集まってるという状況でもないようです

ので、その辺はちょっと、まあ今のところそういう、どこに必要なのか、ちょっと私

もピンと来ないところなんですけれどもね。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

 最近はですね……（「もっとあんの」の声あり）はい。最近はですね……。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 堀籠英雄君。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

 最近はですね、温暖化でダムの氷も全然凍らなくなって鳥たちがたくさん来ており

ます。ぜひね、そういった計測できるようなところもね、つくってどうかなと思いま

す。 

 それでは、２番目に入ります。野外ステージですね、これもやはり若い人たちから

私いろいろ要望受けました。どうしても景観を損ねるといった、そういった意味が、

だれしもがね、思うかもしれませんが、私、花野果の駐車場のちょうどコーナーあた

りだと対岸から見ても決して悪くは見えないように思いました。別に特別な大きなも

のをつくれって言ってんではないんです。本当に簡単なもんでいいですからね、そう

いうものでいいですから、ぜひね、いろんな若い人たちなり、あと踊りだの歌だの何

だのいろんなね、多目的にやれるようなね、ものを、そしてイベント、本当に花まつ

り一回だけなので、ぜひそういったイベントもできるようなものをつくってはどうか

なと思うんですけれども、町長、考えお願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 常設の野外ステージという意味なんだというふうに思います。どういった形で使う
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のか、どういった方々が使用するのか、そういったこともあるんでしょうし、あとは

さっきも言いましたけれどもああいう場所は不特定多数の方々が来られるものですか

ら、ある一定のものに特化したものをやった場合にですね、そういった方々の周りに

対する、周りにお客さん、周りのお客さんですね、そのコンサートに来る以外のお客

さんに対する考え方とか、野外音楽堂というのは意外にその辺難しさはあるというふ

うに思います。あと、維持管理ということもありますし、あとは音響とかそういった

ものは当然出てくるんだと思いますし、そういった部分を考えると定期的な演奏会と

かそういう部分で使うものではないと思いますので、そうなってきますと使用頻度っ

ていいますかね、そういったことについてもいろいろ課題が出てくるだろうと。花野

果ひろばの花まつりのときのああいったものは簡易的なものでございまして、ああい

った形のものが、かえって移動が可能なものの方があの場にはふさわしいんではない

かというふうには考えておりますけれども。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 堀籠英雄君。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

 将来前向きに考えてもらいたいと思います。 

 それでは、３要旨目の記念碑、この記念碑はですね、全国の観光地などを見て歩く

とですね、その地の名の知れた歌や歌詞などのですね、石碑があって、ボタンなどを

押すと歌が流れてくるところが多いようでございます。私も先日、亘理町の鳥の海に

行ってきました。そこにはですね、えんころ節記念碑というものがございまして、船

にですね、帆をつけた立派な記念碑が建っておりました。私も初めて行ったんです

が、本当にね、あれもですね、あれはボタンでなく足で踏むと音がね、歌が流れてく

る石碑でございました。それからですね、福島県に行くとですね、塩屋岬ね、これは

美空ひばりのみだれ髪が悲しそうに流れてきます。本町でもですね、ぜひ町をＰＲ、

そしてお立ち酒をＰＲする意味においてもですね、ダムの一角に花嫁姿のね、石碑で

も建ててはどうかなと思うんですが、町長はどう思いますか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

 こういった石碑等々いろいろあるようでございますけれども、訪れる方は、この石

碑を見にくるのではなくて、観光地なり、そこに来て自然環境とか見た、そのときに

セットで、例えば津軽海峡冬景色とかですね、竜飛に行ったときに海から北海道眺め

に行って、そのときに歌もあったなというときにそこにあるというようなことで、石

碑を見にお客さんが行くんではなくて、そっちをメーンに行くんではないかというよ

うな思いもあります。いろんな形でそういった石碑等々、あとは記念碑というんでし

ょうか、そういうのもあるのを存じておりますけれども、これも何か石碑とかってい

うのは、やっぱり何か次の記念のときとかですね、ということで何か何周年記念と

か、または何とか記念とかというような記念的なもの、意味合いもあって建てるんだ

というふうに思いますので、それを建てることによってお客さんが来るということ

は、もちろん考えられるとは思うんですけれども、そういった、何ていいますか、機

会といいますか、チャンスといいますか、そういったものも大事なんではないかとい

うふうに思うんですね。いつでもということではなくて、やっぱりそういった将来的

にあの地域をもう少し、もう一歩ランクアップをぐっと図るとかですね、そういった

機会というのも大切ではないかというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 堀籠英雄君。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

 このお立ち酒もですね、ことし23回、再来年が25回と記念すべき大会にもなります。 

大和町もね、来年ですか、55周年。記念すべき年にぜひね、やってもらう考えはござ

いませんか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 その25回、55回がそういった大きな記念碑等のあれに当たるのかどうかという判断

もあるというふうに思いますけれども、まあこういうのはいろんな方々のそういった
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後押しっていいますかね、多くの方々の声があったりですね、いろんな全体の盛り上

がりっていいますかね、そういったことも必要なんだろうと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 堀籠英雄君。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

 ご期待をしまして、終わります。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 以上で、堀籠英雄君の一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。休憩時間は10分間とします。 

 

    午後３時１６分  休 憩 

    午後３時２５分  再 開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 再開します。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 １番藤巻博史君。 

 

１  番 （藤巻博史君） 

 質問通告に従いまして、３要旨について質問いたします。 

 この３月にも聞いたことの続き、３月よりもまた状況が悪くなっているという中で

どのような状況かということでお尋ねをいたします。 

 大企業による派遣切り、それから雇いどめは、厚生労働省の調べで昨年の10月から

６月というような予定のことでしょうけれども、６月まで調べたところでは20万 7,0

00人ですかね。 700人かな。いうことで、それから業界団体の調べでは３月末まで、

これ倍なんですけれども、40万人を超える、業界団体というのは、いわゆる派遣業界

ということだと思うんですけれども、40万人。厚生労働省の調べの倍の数字ですけれ

ども、そういう数字が上がっております。それから、ハローワーク大和の有効求人倍
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率、直近では昨年の５月が一番高くて0.81ということだったんですけれども、それで

３月議会の段階では１月までの数字ということで、そのときには0.52ということでし

た。それが今の４月末ですね、それから４月末には求人倍率0.33ということで１年前

に比べると約半分、まあ 0.8から 0.3ですので、まあ悪いのが余計悪くなったという

ことですけれども、そういう状況です。 

  そういう中で日本共産党ずうっと追求してるんですけれども、経済危機の中で今ま

でですと生産調整や一時帰休、あるいは希望退職などということをやってきても、い

きなり首切りという状況ではなかったわけですけれども、今回の昨年来からの経済危

機の中ではいきなり派遣労働者の大量解雇という状況が余計に不況に輪をかけている

と思われるところです。 

  そういう中で大手のところでは株主配当に６兆円を超えるというような予想がされ

るということで、景気が悪くなったからといって真っ先に労働者を解雇するというの

は資本主義としても堕落しているということで、これはトヨタ労働者の、トヨタ自動

車ですね。トヨタ自動車の幹部の話し合いの中でもですね、指摘をしてるというとこ

ろでございます。 

 そういう中で今回の質問、要するに３月とほとんど重なる質問ではございますが、

年度末において町内企業における就労状況はどのようになってるか。それから、２点

目として黒川高校の就職状況について。それから、３点目に緊急雇用対策事業の現状

についてお尋ねいたします。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 それでは、藤巻議員の質問にお答えします。 

 まず、要旨の１番目でございますが、昨年度末におけます町内企業の就労状況につ

きましては、仙台公共職業安定所大和出張所管内の新規学卒者を除く有効求人倍率、

これは0.45というふうになっておりまして、依然として下落傾向にある中、町内の主

な製造業の就労状況につきましては、正規社員数では前年同期と比較しまして95％程

度を確保しております。また、非正規社員数につきましても、同様に71％程度の雇用

が確保されておりまして、全体で89％なことから総じて安定したといいますか、ほか
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と比べればそういった状況、雇用状況にあるものと思われます。 

  ただし、景気の動向は一部の企業におかれましては、在庫調整がほぼ完了し、一時

の最悪期は脱したとの報道もありますが、依然といたしまして厳しい雇用環境にある

ことは否めませんので、関係機関と連携を図りながら「大和町企業等連絡懇話会」や

「大栄会」、これは仙台北部中核工業団地内企業連絡協議会でございますが、の席上

で引き続き雇用の確保に努めていただきますようお願いしてまいりたいと考えており

ます。 

  次に、黒川高校の就職状況についてでございますが、３月定例議会でも議員の質問

にお答えしておりますように 106名の就職希望者に対しまして就職者が96名と就職率

は91％となっております。また、内定の取り消し等は発生していないと、していない

状況とのことでございます。 

  続きまして、緊急雇用対策事業につきましては、平成20年度の国の第２次補正予算

で、国からの交付金により県が基金を造成して、この基金を原資に県及び市町村で雇

用対策を行うこととされておりまして、３月定例議会でも議員の質問にお答えをして

おりますとおり、本年度当初予算におきまして「ふるさと雇用再生特別基金事業」に

より 1,827万 1,000円の事業費を計上いたしまして、１年以上の長期雇用による失業

者の支援を図ることとしております。さらに、国の本年度補正予算によりまして交付

金の増額が認められ、緊急雇用創出事業によりまして 3,055万 5,000円の事業を本議

会に補正予算として提出するところでございまして、６カ月未満の短期雇用により失

業者の支援を図ることとしております。 

 この二つの事業につきましては、今年度より３カ年間継続されることとされており

まして、本町におけます総事業費は１億 3,100万円ほどを予定しておりまして、本事

業により延べ64名の新たな失業者の雇用が確保される見込みとなっております。この

ような事業の効率的な執行と関係機関と連携を緊密に図り、失業者の雇用確保に努め

てまいりたいと、このように考えております。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 藤巻博史君。 

 

１  番 （藤巻博史君） 

 まず、第１点目でございますけれども、今町長の答弁の中で有効求人倍率、これ多
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分古いやつだと思う、古いっていうか、多分４月段階、３月が0.45だと思うんです。

で、４月が0.33ということで、さらに今の状況、６月１日発表のやつですけれども、

0.33に大和公共職業安定所の有効求人倍率なっております。そういう中で答弁として

そういう判断になるのかというのがちょっとわからないところだったんですけれど

も、正規社員で５％、前年同期と比べてですね、それから非正規社員では30％、引き

算をしますと30％の雇用がなくなっているという数字、全体でも11％、昨年同期と比

べて働く方が少なくなっているという数字になるんだろうと思うんです。で、これち

ょっとパーセンテージで出されるとどのようなものなのか、もし実数がわかれば実数

でお知らせいただければと思います。出ますでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 これはすべての企業さんではないのですが、主な企業さんの聞き取り調査といいま

すか 、という中でございますけれども、正規社員で、合計、合計ですが、68名の

減、非正規社員で 147名の前年比、対前年減ということでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 藤巻博史君。 

 

１  番 （藤巻博史君） 

 はい、ありがとうございます。 

  基数は、ちょっとあれですけれども、以前の数字だと64社にということでしたけれ

ども、あっ、すみません。分散で申しわけないですけれども、何社に聞き取りしたの

でしょうか。わかりますか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 これは全部ではございません。10社程度でございます。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 藤巻博史君。 

 

１  番 （藤巻博史君） 

 10社で、まあ大きい会社・小さい会社、ちょっとあるんだろうと思うんですけれど

も、10社の中で正社員で68人、それから非正規っていうんですかね、の方で 147人の

方が失業なされてるということで、やはりこれは合わせると 200人ということで、ま

あ安定した雇用という状況と言えるのかどうか、もちろん町とすれば、ねぇ、町が直

接雇うのじゃないので、それ以上のことは言えないとは思うんですけれども、いうこ

とでは大変な事態であるって認識に立たれた方がいいというふうに思われるんです

が、その認識についてだけお聞きいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 これまでの、先ほどの0.33とかですね、求人率ですね。そういったものから比べれ

ば数字的に、まあ安定してるって表現、ちょっとあれだったかもしれませんけれど

も、そこから比べれば比較的、比較的っていうか、それから比べればは、雇用につい

ては、企業さんが努力されているなという判断をしたところでございます。 

  なお、会社によってはですね、今回だけではなくて年度末とかに切りかわったりし

て人が移るということは、何ていいますか、事業計画の中では毎年そういった波とい

いますかね、そういったことがある会社もあるということでございますので、一概に

すべてがこの不景気の中でなった部分でない部分も入ってることもお含みおきいただ

きたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 藤巻博史君。 

 

１  番 （藤巻博史君） 

 いうことで、少なくとも10社という中で合わせて 200人を超える雇用がなくなった
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というのは、そうは言っても大変な事態であるというふうに私は判断をします。 

  それから、２要旨目についてお尋ねをいたします。 

 そうすると、３月議会でも尋ねたところですけれども、10名については、要するに

就職浪人というんですかね、そういう状況にあるんだろうと思います。それで、３要

旨目でちょっと、引き続き３要旨目の方に移っていくところなんですけれども、そう

いう中で事業によって64名の雇用が確保される見込みというふうな答弁でございまし

た。もう６月なんですけれども、実際に就労されているあるいは募集とかそういう実

際はどうなんでしょうか。 

 それと、まとめてお聞きしますけれども、その方々、収入とするとどのぐらい入れ

るのか。あるいは、もう一つ言うと、ここの中に高卒の10人とかですね、そういった

方々も入れるような仕事っていうんですかね、そういった業種としてはどういったも

のなのか、まとめてお聞きしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 これにつきましては、一つ目につきましては、小学校の学級支援サポーターという

ことでございますし、また学校図書支援配置ということでございまして、ここに合わ

せて８人、３カ年で24人ということでございます。 

  それから、都市公園の遊具塗装等によります雇用とあと公共財産台帳基礎データ作

成事業、また文書リスト作成及び保管文書管理事業、大和町保育所保育派遣委託業

務、児童学習支援配置事業ということでございます。これらは補正ということでまだ

あれですが、先ほど前に言った二つにつきましては、前年度の補正で入っております

ので、後から申し上げた部分につきましては、今議会の方にご提案を申し上げる予定

でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 藤巻博史君。 

 

１  番 （藤巻博史君） 

 そうしますと、具体的には今回の議会の終わった後、それから前年、まあ図書支援
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とそれともう一つ何だっけな、何とかサポーターについては、やれるということとい

うふうにお聞きしました。 

  そういう中で、当面、ちょっと気になっていたのは、高卒10人という方々もそうい

った中には含まれる可能性、まあ本人の動向もあるとは思うんですけれども、という

のは具体、実際には収入面とかも含めて可能なんでしょうかね。ちょっと気になった

ところですので、お願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 今回の場合は、基本的に失業者を対象というふうに伺っております。おっしゃる新

規卒業者で就職のまだ決まらない子が対象には、基本的には失業者の方ということで

すので、その辺についてはちょっと、どうなんでしょう。 

  ただ、町の方でこの学校のこの子をというような言い方は、これできませんもんで

すから、その辺についてはご理解をいただきたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 藤巻博史君。 

 

１  番 （藤巻博史君） 

 もちろんあの子、この子ということじゃなくて、応募に応じた、募集した場合、ど

うなのかなということでお尋ねしました。 

 いずれにいたしましても、今回私の質問要旨ということでは、そういう現状につい

てお尋ねしたい、かったということで、いうことです。 

 それで、あと、３月議会で私質問したもので若干あれですけれども、私の家に10日

ほどいた方が、のお話をしましたけれども、後日談がございまして、体を壊してなか

なか、まあ今でも勤めてはいらっしゃるんですけれども、いわばほとんど収入がない

時期があったと。今は働いてますけれども、ということで、社会福祉協議会に相談に

行ったということで、何とか超低空飛行でつないでいる状況ですということで、３月

議会にもお話というか、質問をしたところですけれども、これはちょっと町のです
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ね、たまたまというか、本当に町に行ってくれればいいけれども、私を知ってるから

私のところに真っ先に来るのはしょうがないんですけれども、本来は町あるいは社会

福祉協議会というののＰＲっていうんですかね、大変だったらいつでもおいでなさい

よというのは、本来町の仕事なのだろうなというふうには、私、どなたでもいらっし

ゃいと、大変な時は頼ってらっしゃいという、そういう窓口の態勢っていうんですか

ね、来ないのはしょうがないやじゃなくて、そういったことについて要望だけしてお

きたいと思うんですが、ちょっと趣旨とちょっと違うので申しわけないんですけれど

も、町長ひとつお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 藤巻さん、通告外ですしね、これは３月にも町長答弁してるんで、ねぇ、ご理解く

ださい。（「終わります」の声あり） 

 以上で、藤巻博史君の一般質問を終わります。 

 ６番髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

 それでは、質問をさせていただきます。 

 まず、広報たいわについてお伺いをします。 

 広報たいわ、毎月１回発行し、町政について住民に対して周知すべき事柄、産業・

文化・経済等生活の向上に資する事項、その他町が必要と認める事項の範囲で全世帯

に配布すると、これは大和町の広報についての規定というものをつくられて、それに

のっとって発行されているということであります。 

 一方で、電子化が進みましてインターネットを通じて町の情報を得るというような

ことを想定し、現在はその広報についても画面上で、その環境のある方については、

ごらんなれるという状況があるわけであります。しかし、それはない方にとっては情

報得る機会を失ってるということで格差として、これも一方では課題かなというふう

に考えております。 

 そういった中で、町政、特に町からの情報伝達ツールとしては、唯一の大切な媒体

ということで位置づけされておるわけでありますが、現在の発行している広報紙につ

いては、健常者を前提としたというものであって、今回取り上げておりますように障

害者の中の特に目の不自由な方については、全く機能しないものとなっておる現状で
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あります。このことについては、編集を担当されてる方は特にお悩みをお持ちで毎回

毎回発行されてるんだろうというふうに思うんですが、これはもう環境的にはです

ね、それに対応するようなものをおつくりになるべきではないだろうかという観点か

ら今回取り上げさせていただきました。 

 要するに点字もしくは音声、テープですね 、による広報の発行について、発行を

前提とした検討を進めるべきではないかというふうに思いますので、所見を伺いま

す。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 それでは、点字や音声による広報紙の発行に関するご質問にお答えをします。 

 現在、「広報たいわ」につきましては、町内の全世帯と企業などへ配布をしており

まして、その印刷部数 8,500部でございまして、町の最大の広報手段となっておりま

す。また、１年前までの広報紙を電子データとして町のホームページへも掲載して、

広く情報の提供にも努めております。しかし、現在は印刷物としての広報紙の発行で

ありまして、そのため、文字による情報の入手が困難な視覚障害者の方へは、十分な

情報をお知らせすることができなかった面がございまして、議員のお話のとおりでご

ざいます。 

 そのため、その広報手段としては広報紙を点訳した点字の広報紙や広報紙の内容を

録音した声の広報紙の発行が考えられますが、県内では宮城県と仙台市、名取市がそ

の取り組みを行ってる状況にあります。今後は、視覚障害者の方が求める広報媒体の

ご意見を伺いながら、広報紙などの地域生活を送る上での必要な情報の提供とその支

援方法について検討してまいりたいと、このように考えておるところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

 それでは、まずお伺いをいたしますのは、現在、大和町にお住まいの方の中でです
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ね、視覚障害をお持ちの方の状況を、どのように把握なされているのか。そして、ま

た、点字について判読できる能力を持った視覚障害者がどのぐらいいらっしゃるの

か、もしわかれば現状をお聞かせいただきたい。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 視覚障害者につきましては、現在51名と把握しております。内訳としまして１級の

方が16人、２級の方が12人、３級から６級の方が25人ということで把握しておりま

す。しかし、申しわけございません。その点字の読める方の数は、ちょっと把握して

おりません。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

 実数を今伺ったわけでございますが、これについて、51名ということで私も承知を

しておるところでございます。これを年代別で見ますと、15歳から17歳で１人、30歳

から39歳で３名、40歳から49歳で１名、50歳から59歳で６名、60から64で５名、65か

ら69歳で３名、70から74歳で７名、75歳から79歳で８名、80歳から89歳で13名、90歳

超で４名ということのようでございます。 

 で、後段でお伺いをしたわけでありますが、その中で点字を判読できる方というこ

とでですね、私なりの調査をしたところではですね、先ほどの実数にもありますよう

に高齢者が多いということもあってですね、点字を理解できる方って、もうほとんど

いらっしゃらないかもしれないという、まあ若い方は今学ばれていらっしゃる方も結

構いらっしゃるのかもしれませんが、言ってみれば今回提言をしている点字の部分に

ついてはですね、読めない場合もあるということでですね、その有効性については読

めることが前提、これは当然のことであります。 

 しかし、この課題を、提言をしているベースになるものとしてですね、要するに視

聴覚障害者ご本人も今言ったように点字を学ばれるという機会を得るという動機づ
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け、情報を知るためにはですね、そういうものを知るというための技術を身につける

ということとともにですね、そういったものをつくるサークル、例えば点字打ってそ

ういう刊行物等を、有償あるいは無償か、そういったことも含めてですね、点字にか

えて障害者の方に提供することができる人材を育てると。あるいはテープの場合に

は、読み聞かせをしていらっしゃるグループなり朗読サークルなりですね、そういっ

た方々にそういう社会貢献をしていただく機会をさしあげると。そのことによって、

町としての福祉力が上がる、町全体として上がるという側面が、まず一つあるのでは

ないかというふうに私は考えるところであります。 

 ここにほかの町でやってる、私取り寄せてみたんですが、ここは毎月２回点字の広

報紙をお出しになってるところなんですが、ここは授産施設にですね、これを受託を

していただいて、これをつくっていただいてると。町から委託をしていると。このテ

ープについても、同じくそういった観点からつくって障害者の方々に提供する広報を

テープにおろしてですね、朗読をしたものをつくっていただいてるということなわけ

です。 

 ですから、そういったことで先ほど申し上げましたように、提供する側の人材の育

成、そして障害持ってらっしゃる方もそういうものを学ぶ機会を得るというようなこ

とも含めてですね、検討するべきだろうし、町として推進するに当たっては、さまざ

まな波及効果を得られるのではないかというふうに思いますが、いかがお考えになり

ますでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 進める方法といいますか、ということだというふうに思うんですけれども、先ほど

も申しましたけれども、今どういう形での情報提供が求められているのか、受け入れ

る側ですね、障害者の方々が。先ほどお話のとおり点字について、点字、あれは読む

というんでしょうか、そういった技術をお持ちでない方の場合は聞くとかという方法

になってくるんだというふうに思いますし、今現在も多分今の広報はそういった形で

そういった方々には向いてないものでございますから、今例えば家族の方から聞かし

てもらってるとか、そういったこともあるんだと思いますし、またそういったことで
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今後どういった形でそういったものに、そういったものを必要とするかといいますか

ね、点字がいいのか、またはそういったテープがいいのか、そういったこと、いろい

ろそれぞれの人の考え方があるんだと思いますけれども、そういったところの調査と

いいますか、これがまず第一なんだろうというふうに思います。その中でそういった

点字を求められるということであれば点字の方法、さっきおっしゃったような点字を

打つ人を今度、まあ専門的には障害者センターとかあるようではございますが、そう

いった方々は最初にしても、そういったものをだんだん地元でもやれる人を育てると

かですね、先ほど読み聞かせの問題とか、そういったこともやっていく方法というの

は、次の段階で出てくるんだというふうに思っておりますが、まず先ほど51名の方の

中で何名がそういったものが必要なのか。まあ１級の方が基本的になるんでしょう

か、そういった点字とかそういうものね。そういった中で、そういった意向調査って

いったらおかしいですけれども、そういったことがまず必要なんだろうなというふう

に思います。それにのっとって今後次の段階として、まあ同時並行でもよろしいんで

しょうけれども、そういった望まれるものをまず提供するということですね。今度提

供する方法のいい方法をどんどん選んでいくということ、これは順番を追ってやって

いくべきなんだろうなというふうに思います。 

 点字の場合だったら自分で読みたくないとこっていいますかね、そういうんで選べ

るんでしょうけれども、テープになると、何か考えてみるとずうっと聞いてなきゃな

いのかなって思ったりもするんですが、その技術的なものもあるんだと思いますけれ

ども、そういったものも当然専門のものにはその辺できてるんだと思いますけれど

も、そういった研究もしなければいけないでしょうし、おっしゃるとおり平等な権利

を受けてもらうための施策というものについては、考えていかなければいけないわけ

ですし、その前段としては、やっぱりどういった形であれば、そういった方々が一番

喜んで受け入れてもらえるのか、そういったものの調査といいますか、そういったこ

とからまずスタートだというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

 先ほどの51名現在いらっしゃる方ということで今お話をさせていただいたこともあ
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りますけれども、もう一つはですね、町外にお住まいの方、あるいはこれからそうい

う障害を持った方も転入されてくる場合も当然あるわけですよね。また、この広報紙

の規定については、「必要と認めるところには置く」という、設置、設置しますと。

例えば図書館だとかですね、そういったものについても、関係機関だとかそういった

ものにも置きますよという規定をされておるわけなんです。 

  ですから、例えば大和町の図書室ですか、あるいは宮城県図書館にも大和町の広報

紙、これは定期的に閲覧できるように並んでおります。そういったところにですね、

さらに点字なりテープなり、メディアとしてですね、配置をする。ですから、個別の

住民の方々に対する対応のみならず、資料として置かなきゃないという観点からもで

すね、先ほどまさにおっしゃったように利用する方の意向調査というのは、当然一義

的にはありますが、それだけではなくて、今言ったように、大切な町の資料として後

から振り返られるようなものとしてですね、収蔵するというような必要性も私はある

のではないかというふうに考えております。そういった観点からしますとですね、今

言った一義的なことのみならずですね、広範囲での町としての判断も当然必要だとい

うふうに思いますが、どのようにお考えになりますでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 町のデータといいますか、広報紙等々そういうところに置いておるわけでございま

すから、そういったことの多くの方々に知っていただくということ、これはもちろん

大切なことだというふうに思います。そういうことから考えればそういったことも必

要になってくるんでしょうが、まず町内のお住まいの方からが大事なんではないのか

なと。県の図書館とかにもそういったもの、仙台市とか名取市とかのものがあるのか

もしれません。どういった需要っていいますか、その使われ方といいますかね、そう

いったものについても、まあ調査というわけではありませんけれども調べてみる必要

もあるでしょうし、そういったことでだんだんにはそういった広がりは当然持ってい

く、あってもよろしいんでしょうけれども、まずスタートするとすれば、やっぱり地

元の方々の、まあ地元以外の人をないがしろにするつもりはございませんけれども、

やっぱりそちらから考えていくのが順番じゃないかというふうに思っております。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

 先ほどご答弁いただいた中にですね、専門的なそういう蔵書をされている施設とし

て宮城県の視覚障害者情報センターですか 、というお話をいただきました。これは

昔の県図書館の跡地を、そういう視覚障害者用の情報センターとして活用されてると

いうふうに伺っておりますが、ここで点訳、朗読奉仕員の養成講座というものを、現

在募集しております。あす、締め切りなんですがね、これは毎年定期的にそういった

方を、要するに育成しようという講座であります。で、これには町内から過去には、

特に点字訳の場合は、今はパソコンを打つことによって自動的に、先ほどごらんなっ

ていただいた、こういう点字にですね、置きかえることができるソフトがあってです

ね。ですから、パソコンが打てれば点字翻訳ができるというパソコンが能力としても

うあるわけなんですが、そういったことに関してですね、先ほど言ったように部分的

な情報かもしませんが、私が知り得てる範囲では１名、町内から自主的な、まあその

方のスキルアップなのか、何かの必要性があったのかは存じませんが、おやりに、そ

の講習をお受けになったというお話は伺ってございます。 

 ですから、こういう情報も含めてですね、先ほど言ったように、そういう方々が積

極的に参加されて、そういうものの大切さ、必要性というものを広めていかないとで

すね、先ほど言ったように必要だって、一義的なもので仮に必要だという判断を受け

たときに、じゃあどうすっかといったときに、その人材がまだ育ってませんというよ

うなことにも、結果として向いてしまうというようなこともありますのでね、必要

性、もちろんそうです。必要でないものはつくる必要はもちろんないのかもしれませ

んが、今言ったように広範囲での検討を求めたいというふうに思います。 

 ちなみにですね、日野市、これは先ほどのやつですが、これは月に２回発行してお

るわけでありますが、これは１冊当たり 150部、これを一回当たり発行されてるんだ

そうですが、 1,000円、１冊当たり 1,000円から発行、ページ数が多い場合には最大

 1,500円までというようなことでやってるようであります。ですから、まあ15万か

ら、一回当たりですね、20万程度の予算かなと。 150部でですね。ですから、まあテ

ープに関しても、同じくそういう人材を育てながら、そういうところに作業委託とい

うようなことでですね、授産施設にお願いをしているというようなこともございます
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ので、そういう先進例にもよく学んでいただいてですね、町としての方向性を早急に

定めていただいて、私としては、ぜひ進めるべきではないかということを申し上げた

いと思います。 

  今のことに関して、最終的な町長の現在の考え方をお伺いをいただきたいと、させ

ていただきたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 先ほど申しましたけれども、こういった情報の平等な、何ていいますか、提供とい

いますか、受ける権利といいますか、そういったことは当然あろうかと思っておりま

す。その手法としてのやり方、今お話しあったとおり、もう既にそういったことを考

えながら勉強しておられる方もおいでということでございますので、そういった

方々、どういう関係の方か、ちょっと存じ上げませんけれども、そういった方もいる

ということは非常に心強いといいますか、気もしておるところでございます。 

 いずれ、先ほども申しましたが、基本的に点字がいいのか何がいいのかという、そ

のご本人たちのお考え方、またそのことに基づいて読み聞かせの方々にお願いすると

か、そういった次の段階が開けていくと思いますので、その辺の障害者の方々のお気

持ちといいますかね、そういったものを、まず確認をさせていただきたいというふう

に思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

 町長のお答えの中に平等の観点からということが再三お出になりました。言い方を

変えるとですね、やっぱり知る権利を、現在のところは満たしていないと。広報の場

合は知る権利を満たすために全世帯に発行されているということなわけでございます

ので、知る権利を満たしていない人が現実にいらっしゃるという観点からですね、十

分な検討を求めて、次の質問に入らさせていただきます。 
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 続きまして、デジタル化への急速な変化が現在進んでる観点から地上デジタル放送

に関するお伺いであります。 

 この地上デジタル放送への切りかえに伴いまして、平成の23年、来年、再来年の７

月に、この地上アナログ、現在見ているテレビですか、地上アナログシステムという

んだそうですが、これが終了ということで、家庭や地方公共団体の施設等でも、それ

に対する対応が現在求められているところでございます。地上デジタル放送への移行

完了のための「アクションプラン2008」というものを定めて、特に地方公共団体につ

いては、2010年12月までに関連施設においてのデジタル化を終了することを目標とし

て掲げられております。この取り組み方について伺うものでございます。 

  まず、改めてこの地上デジタル放送というのは、どのような経緯で行われることに

なったのか、どのようなものなのかということをですね、お聞かせをいただきたい

と。それでなぜ必要なのかと。これを行うことによって、町民の費用負担という形で

お伺いをしておりますが、これは個人、家庭での個人の負担ということと町として負

担をするという意味での負担ということですね。そういったものについては、どうい

うものが想定されているのかお聞かせをいただきたいと。現在の大和町での今言った

家庭あるいは公共施設でのデジタル化に向けた準備がどの程度進んでいらっしゃるの

か。そして、その完全普及が来年の12月までと、まあ１年半というところに来ており

ます 

が、実現に向けた行動計画、可能なんでしょうかということで伺うものであります。 

 以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 それでは、地上デジタルテレビへの対応でございますが、ご質問のように2001年に

電波法が改正になりまして、アナログ放送による周波数の使用は10年以内に停止する

ことになりました。これを踏まえまして作成された「放送用周波数使用計画（チャン

ネルプラン）」などでは、その使用期限を2011年、平成23年の７月24日までとされ、

アナログ放送は2011年の７月24日に終了することになりました。 

  テレビ放送のデジタル化の大きな目標の一つに、電波の有効活用がございます。電
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波は無限に使えるように思われるかもしれませんが、放送や通信に使えるのは一定の

周波数のところだけでございまして、日本の現状はこれ以上隙間のないほどに過密に

使われておりまして、アナログ放送のままではチャンネルが足りませんが、デジタル

化することによってチャンネルに余裕ができ、空いたチャンネルをさらなる情報通信

技術活用社会、情報化社会の進展に利用することが計画されております。 

  また、平成20年７月10日のデジタル放送への移行完了のため 、あっ、20年７月10

日のデジタル放送への移行完了のための「アクションプラン2008」におきましては、

公共施設のデジタル化として国または地方公共団体の施設につきましては、平成22年

12月末までにすべての公共施設におけるデジタル化改修が完了することを目標として

取り組むことや、受信障害への対応、廃棄・リサイクル対策などを盛り込んでおりま

す。 

  本町においては、これを受けまして広報を通じ、各家庭、事業所等において地デジ

の準備を促すよう周知を図っております。また、あと２年と迫っておりますことから

広報等を通じ、さらに啓発を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、町民の費用負担はあるのかとのご質問でございますが、地上デジタル放送を

見るためには、地上デジタルチューナー対応受信機とＵＨＦアンテナが必要です。そ

のため、現在使用しているアナログテレビにおいては、デジタルチューナーを買い足

す必要や、状況によってはアンテナの付け替えをするなど、その分の費用負担が発生

いたしますが、これらの費用は各人の負担となるものでございます。 

 また、現在の大和町のデジタル化率でございますが、各家庭のテレビ保有台数や事

業所等での保有台数など町が把握する状況にないために、その実態は不明でありま

す。そのため、現在のデジタル化の普及率も把握できてないのが実情でございます。 

 しかし、本町の抱える公共施設におきましては、「アクションプラン2008」にあり

ますように、平成22年12月末までに改修を進めるよう計画中でございます。また、新

庁舎におきましては、移転時期を踏まえ、完全デジタル化を図る計画として進めてお

ります。 

 以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 髙平聡雄君。 
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６  番 （髙平聡雄君） 

 お答えの中の、ちょっと確認をさせていただきたいんですが、この普及率について

把握をされていない、わからないということ、いただいてるわけですが、これは一般

の家庭のやつがわからないということでお答えをいただいたのか。そうじゃなくて公

共施設だとか町の関係する公の施設ですね、そういったものの普及率についても現状

把握されていないということなのか、お聞かせをください。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 これは一般家庭ということでご理解いただきます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

 それでは、反対に言うと、町の関する範囲として町が管理をされてるものについて

は、当然のことながら進捗状況も把握してるということが前提ということでよろしい

わけですね。 

 それでですね、先ほどのお答えの中でですね、今アクションプランに基づいた、ま

あ公共施設のことでありますが、今計画中でありますというお話ですが、これは公共

団体の施設のデジタル化等に対する対応計画というのが、これまとめられておるわけ

でありますが、このことによってこの大和町の位置づけとしてはですね、地方公共団

体策定済み・策定中・その他検討中などということの区分けでいきますとですね、大

和町は検討中等ということで、その他、計画についてですよ、対応の計画について検

討中だという状況なわけです。まあ策定に取りかかってるところで、近隣では加美町

なり富谷町なり利府町なり川崎町なり、そういったところは策定中ということで報告

が行ってるんですが、町としてこれおくれてるという認識はないんでしょうか、お聞

かせください。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 一番進んでる部分は役場の庁舎ということでございまして、５月に向けての準備、

そこについては進めているところでございます。あと、それぞれのテレビ、テレビっ

ていいますか、それを切りかえるということでございまして、おくれてるといいます

か、22年の12月という目標がございますので、そこに、まあそこまでぎりぎりでっと

いうわけではございませんけれども、やっていかなければいけないと思っております

が、予算の関係等の中では、まだ具体的になってない部分もありますので、そういっ

た意味で言われれば、少しおくれてるという認識が持たれる場合があるとすればそう

いうところではないでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

 このアクションプランの要綱を見ますとですね、地方公共団体のこのデジタル化に

ついてはですね、計画の策定を行うようにということのみならずですね、あわせて各

地方団体において毎年度末時点における、この計画の達成状況を確認して公表しなさ

いということを求めておるわけであります。ですから、本来であれば、この20年末に

おいてもそういったことをしなさいよという通達が来ておるわけでございます。そう

いったものについても、先ほど言ったように計画の、計画そのものがまだ策定に至っ

てないというような現状も踏まえるとですね、想定すると、そこから考えると全く公

表に至るようなデータはできていないというふうなことになるのではないかというふ

うに思いますが、どういう状況でしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 現状、そういうご報告という段階まではいってないところでございますから、お話

のとおりになってるのが実態でございます。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

 まず、現状をまず十分に確認をした上でですね、当然思ったよりもこのデジタル化

というのが進んでいないという、これは全国的にですね、そういう現状があってです

ね、今さまざまな施策も矢継ぎ早に出ておるような状況でございます。先日のエコポ

イントに代表されるようなことも、その推進策の一つととらえられているということ

でもあります。しかし、このことの必要性、先ほど言ったベースとしてですね、なぜ

進まないかということを、やっぱり先ほど前段の質問で申されておったように、やっ

ぱりなぜなんだと。現状を十分に把握、理解するために調査する必要があるんだろう

というふうに思います。 

 私が思うにですね、地デジに進まないというものに、なかなか進まないというのに

多分三つぐらいのポイントがあるんだろうと思います。 

  要するに、一つとしてはですね、今現在テレビは不自由なく見ているということで

ですね、見えてんだからいいんでないのかということでですね、要するに地デジ化に

対する基本的な認識がまだないという方が多いんだろうと。 

  二つ目は、これはもう経済的な理由、これを受信するためには、先ほどのお話しで

すとチューナーですか、チューナーの設置もしくはもともとチューナーがあるテレビ

を購入すると。内蔵されてるものを購入すると。チューナーですと２万円前後、テレ

ビですと、まあ一般的な価格帯で一番売れ筋といわれるのが10万、大型になると20

万、30万さまざまなんでしょうが、一番売れ筋で十五、六万ぐらいなんでしょうか、

そういった出費が出てくると。 

 もう一つはですね、もう少し待ってれば、やっぱり進まねがら、こいづ助成金出し

てでも進めっかという施策が出てくんでねがというような期待を持っているというよ

うなことが、多分今現在、まあこれは民間ベースでは、まだ半分に至ってないんでな

いかという調査が出てるんですね。事実私の家では地デジ対応のテレビには、まだな

っておりません。現時点では不自由してないから、そういうやはり裏づけとして、あ

したにしなきゃないという印象もまだ持っておりません。ですから、そういった中で

ですね、今言った計画をそのまま進めるというのは、なかなか容易ではないんだろう

というベースが私には見受けられますが、そういう認識に立って町としてはおられま
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すか、いやそうではないんだというふうな認識でおられますか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 この地デジの問題について、どれだけ進んでるかという一般的感覚といいますか、

そういったものにつきましては、議員お話のとおりだというふうに思っております。

本当に、まあこれは公としての立場の話ではなくてですね、個人的にもですね、まだ

かえてないところがございますし、私もかえてません。見えんだがらいいんじゃない

かというそのとおりの状況で、私もそういうところがあるんで、多くの方々はまだそ

ういった地デジを何でしなきゃないんだべから始まってですね、お考えがあるんでは

ないかと。髙平議員、その辺をあえて聞いて皆さんに知ってもらうために、ご質問の

中に地デジが何で必要なんですかと最初の文章に、質問の中にお書きになったのでは

ないかという思いもありますけれども、そのとおりああいった周波数の幅がもうなく

なっていっぱいなんだよ。これからこういったますます便利な世の中にしていくため

には、もう目いっぱいで、これを切りかえないと次の段階に行けないんだよという認

識というか、その辺の部分での受けとめ方につきましては、まだまだ余り緊張感のな

い受けとめ方が一般的にされてるんではないかというふうな思いもございます。おっ

しゃるとおりだと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

 先ほど言った１番目の、私なりに言ったその三つのね、なかなか進まないというポ

イントの一つ目の、その必要性がなかなか見いだせないということは除いてですね、

先ほど言った買うお金がない、要するに貧困家庭、あるいはさまざまな、それだけで

なくて事情、経済的な事情があって買わない、買えないという場合にはですね、これ

は特にＮＨＫの受信の、ＮＨＫの対応としてはですね、 800万世帯かなんかでしたっ

けかね、無償でチューナーをお貸ししようと。しようとする全体の中の経済的な困窮
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者っていうんですか、そういった方を対象として対応も検討したらいいんじゃないか

という話も出ておるようでございます。ただし、それが全体ではないわけですね。あ

わせてですね、町として、言ってみれば生活保護ですね、あるいはその他の事由によ

ってなかなかそういったものが用意できないといった場合には、これは町として何

か、まあ生活保護の場合は別建てのそれは対応は出てくると思いますが、町として何

か考えるべき方々も出てきやしないかと。そういう考え方を検討する必要があるかど

うかということで、認識として今どのようにお持ちになってらっしゃるのか、お聞か

せをいただきたい。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 このことにつきましては、今お話のとおりＮＨＫの受信料無料化、全額免除世帯で

すね     等につきましては、そういった制度が国の方でも現在検討中のようでござ

います。全額免除、例えば社会福祉施設とか公共的扶助受給者とかそういったものの

検討がなされ、市町村民税非課税の障害者の方々とかそういった検討もなされてるよ

うでございますが、まだ国の方でそういった状況で検討されてるということでござい

ますから、その状況を見ながら町としてできることが何なのか、どこまでだったらで

きるのか、どこまでしなければならないのか、そういったことは他の町村もございま

すので、そういった状況も見ながらでございますけれども、考えていくことも出てく

るんではないかというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

 じゃあもう一つ、電波障害の発生、現在発生して、それに対して対応している地

域、大和町内に何カ所かございますよね。そういったものにですね、対応すべく何か

必要性があるのかどうか。そして、また、ケーブルテレビを引いてらっしゃる場合に

は、地デジにこれかえなくてもいいんですよね。要するに現在のテレビでそのままケ
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ーブルテレビを利用すると、アナログテレビのまんまでずうっと継続して見れるとい

う状況もあるようですので、そういったことも踏まえてですね、現在、電波障害で対

応してるような地域に対する対策というものは、どのようになさるのか、なされよう

としているのか、現状のままでいいのか、その点についてお聞かせください。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 現在、電波障害のある場所で町で対応してる部分につきましては、今の状況で映る

といいますか、対応できるというふうに聞いております。今後その中でどういった、

また違った障害とか出てくるかどうかわかりませんが、現在のところは、そういった

対応にもうなってるといいますかね、状況でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

 あともう一つの手法として、先ほどのデジタル化というのの代名詞になってるイン

ターネット回線の光ファイバー、これは民間の、この電線の通ってるところに通して

いる、これを通じての、そこからの接続によって見れるという方法も方法論としては

あるというようなこともありますので、福祉、まあ独居者を含めたですね、福祉を必

要とされる障害者等々、そういった方々にはそういう手法によるですね、接続の方法

等もありますし、電話回線を利用することによってさまざまな別建てのサービスとの

共用ということも検討できるということでございますので、この点についてもです

ね、ぜひ検討を加えていただいて、その費用負担の仮に発生する世帯がある場合には

ですね、そういったことも手法として取り入れていっていただければというふうに考

えております。 

 なお、前段で申し上げた公共施設のプランがおくれかげんだということについては

指摘をしておきますので、どうぞおくれのない整備方について町長の考え方をお話を

いただいて、閉じさしていただきたいというふうに思います。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 今お話、ご指摘いただきました公共施設のプランですか、については、おくれてる

現実がございます。年度末にご報告をするべきところであったということもあります

ので、その辺ちょっと早速調査をして対応を考えてまいりたいというふうに考えてお

ります。（「終わります」の声あり） 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 以上で、髙平聡雄君の一般質問を終わります。 

 お諮りします。 

 本日は、この程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

    「異議なし」と呼ぶ者あり 

 異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定しました。 

 本日は、これで延会します。 

 再開は、あすの午前10時です。 

  ご苦労さまでした。 

 

    午後４時３１分  延 会 


